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1998年以後の国有部門と非国有部門間における賃金格差の変化の理由
について検討しよう 8。（１）前述したように、1998年から2003年にかけ
て国有企業では、コーポレートガバナンスの改革が促進され、「国有企業
の賃金総額と企業の経営状況をリンクさせる」という賃金政策が実施され
た。その結果、賃金決定の自主権を持つことになった国有企業は、労働者
の就業意欲を高め、また経営者が労働者からの高い評価を得るため、従業
員の賃金水準を引き上げた。そのため、その時期に両部門間の賃金格差が
縮小したと考えられる。（２）2004年以後、中小型国有企業が民営化され、
大型国有企業のみが残った。政府は資源調達などの面で大型国有企業のみ
を優遇する政策を実施した結果、国有企業の大多数は寡占・独占企業となっ
ており、市場均衡賃金より高い賃金水準を設定している。

次に、独占・寡占産業と競争産業間の賃金格差の状況を見てみよう。
1990年以後、産業間の賃金格差が拡大し、とくに独占・寡占産業と競争
産業間の賃金格差が拡大している問題が指摘された（蔡1996；金2005；
羅・李2007；Demurger, Fournier, Li and Wei 2007; 金・崔2008；馬 
2009a）。産業間の賃金格差に関する分析結果を表3でまとめている。表
３で最大値と最小値の比率、変動係数を産業間の賃金格差の指標として用
いている。これらの数値は大きくなるほど、産業間の賃金格差が大きくな
ることを意味する。たとえば、変動係数をみると、1978年から2008年
にかけて、各年代でいずれも産業間の賃金格差が存在し、またその賃金格
差は1978年の0.18から1992年の0.14に縮小した後、2000年の0.24、
2008年の0.37と拡大していることがわかる。

図2：所有制形態別平均賃金水準の推移（1952〜2008年）
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出所：『中国労働統計年鑑2009』61頁表1-36により筆者が作成。

なぜ、市場経済移行期に産業間の賃金格差が拡大しているのか。その主
な原因の一つは、市場経済化の進展過程で、独占・寡占産業と競争産業間
の賃金格差が拡大していることにある。図4で、小売業・卸業および製造
業の平均賃金が金融業の平均賃金に占める割合を、独占・寡占産業と競
争産業間の賃金格差（前者が賃金格差 A、後者が賃金格差 B と呼ぶ）の
指標として用いると、賃金格差 A は、1978年の90.3％から、1990年の
86.7％、2000年の53.3％、さらに2008年の41.3％と拡大しており、
また賃金格差 B は、1978年の97.9％から、1990年の98.9％とわずか
に縮小したが、その後、2000年の64.9％、さらに2008年の39.1％と
大幅に拡大していることが示された。すなわち、市場経済移行期に、独占・
寡占産業と競争産業間の賃金格差が拡大してきている。

独占・寡占産業と競争産業間の賃金格差が生じる原因については、産業
組織論によれば独占産業は、主に自然資源独占、商品独占、行政独占の３
種類に分けられる。筆者は市場経済移行期の中国で、独占・寡占産業が生
じた主な理由は、行政独占にあると考えている。一例としては、政府は、
外資系企業、民営企業などの非国有部門に対して、社会経済に大きな影響
を与える産業を参入することに関する規制を実施した。例えば、2006年
12月に国務院が公布した「国有資本の調整および国有企業の M&A を促
進することに関する指導意見」（「関于推進国有資本調整和国有企業重組指
導意見」に基づいて、国家資産管理委員会が「国有部門は国家安全および
国民経済の命脈に関わる七つの産業（軍事工業、電力、石油・石油化学工業、

図3：国有部門と非国有部門間の賃金格差の推移（1952〜2008年）
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出所：『中国労働統計年鑑2009』61頁表1-36により筆者が計算。
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通信業、石炭業、航空業、運輸業）を絶対的に支配すべきであり、また九
つの産業（装備製造業、車製造業、電子情報業、建設業、鋼鉄業、有色金
属業、化学工業、勘察設計業、科学技術業）に相対的に強い統御力を持つ
べきである」ということを規定した。そのため、一部の産業は独占・寡占
産業となっており、独占・寡占産業は賃金水準を市場均衡賃金より高く設

表3　産業間の賃金格差に関する分析結果

年代 平均値
（元）

最小値
（元）

最大値
（元）

最大値 / 最
小値

標準偏差
（元） 変動係数

1978 617 392 850 2.17 112 0.18 
1980 766 475 1035 2.18 132 0.17 
1985 1150 777 1406 1.81 175 0.15 
1986 1348 980 1604 1.64 189 0.14 
1987 1470 1085 1768 1.63 204 0.14 
1988 1781 1280 2025 1.58 195 0.11 
1989 1979 1389 2378 1.71 250 0.13 
1990 2229 1541 2718 1.76 303 0.14 
1991 2432 1652 2942 1.78 342 0.14 
1992 2857 1828 3392 1.86 409 0.14 
1993 3580 2042 4320 2.12 605 0.17 
1994 5114 2819 6712 2.38 1046 0.20 
1995 5973 3522 7843 2.23 1172 0.20 
1996 6749 4085 8816 2.16 1364 0.20 
1997 7390 4311 9734 2.26 1640 0.22 
1998 8243 4528 10633 2.35 1789 0.22 
1999 9163 4832 12046 2.49 2099 0.23 
2000 10233 5184 13620 2.63 2436 0.24 
2001 11853 5741 16437 2.86 3006 0.25 
2002 13479 6398 19135 2.99 3544 0.26 
2003 14794 6969 22457 3.22 3988 0.27 
2004 16899 7611 26982 3.55 4848 0.29 
2005 19444 8309 32228 3.88 5900 0.30 
2006 22317 9430 39280 4.17 7264 0.33 
2007 26679 11086 49435 4.46 9203 0.34 
2008 31375 12958 61841 4.77 11604 0.37 

出所：『中国労働統計年鑑2009』62頁の表1-37、68～69頁の表1-43のデータにより筆者が
計算。

注：1978～2002年まで産業は16種類に分けているが、2003年以後、産業は19種類を分けて
いる。2003年以後の業種は、2002年以前の業種に合わせたものである。

定すると（図１で、W0 ＜ W2）、独占・寡占産業と競争産業間の賃金格差（ΔW2）
が生じると考えられる。

図4：独占・寡占産業と競争産業間の賃金格差の推移（1978〜2008年）
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出所：『中国労働統計年鑑2009』62頁の表1-37、68～69頁の表1-43により筆者が計算。

２.	 国有企業の賃金上昇を規定する賃金政策の効果
第１節で述べたように、市場経済移行期に、統一管理賃金政策が規制緩

和となった同時に、国有企業の上納利潤が減少する一方で、賃金水準が大
幅に上昇し、国有企業の賃金上昇率が GDP 成長率を大幅上回る現象が生
じた。この問題に対応するため、上述したように、政府が「国有企業では
賃金上昇率は、生産総額の成長率、平均労働生産性の上昇率を超えてはい
けない」と規定した一連の政策・法規を制定・実施した。以下では、これ
らの賃金政策の影響を検討する。

図5で、賃金上昇率と GDP 成長率間の格差（格差＝賃金上昇率−GDP
成長率）を示している。この数値は正の値となると、賃金上昇率が GDP
成長率を上回ることを意味する。また、この数値の絶対値が大きくなるほ
ど、賃金上昇率と GDP 成長率間の格差が大きくなることを示す。1985年
以後、1987年、1991年、1997年を除いた他の各年代において、いずれ
も国有企業の賃金上昇率が GDP 成長率を上回っている 9。例えば、1990
年、2000年、2008年において、賃金上昇率が GDP 成長率よりそれぞれ
7.3％、3.4％、7.5％高くなっている。1990年以後、国有企業の平均賃
金の上昇率が GDP 成長率より高い現象が多く見られる。すなわち、国有
企業の賃金上昇を規定する賃金政策の効果が小さいといえそうである。
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なぜ、1990年以後、国有企業の賃金水準が大幅に上昇しているのか。
その原因について、以下のことが考えられる。第一に、前述したように、
計画経済期に低賃金・雇用促進政策が実施された結果、国有部門の平均賃
金水準が低く設定された。1980年代に、外資系企業、民営企業などの非
国有部門が発展し、平均賃金水準は非国有部門が国有部門より高かった。
労働者の就業意欲を高めるため、国有企業は賃金決定の自主権を持つこと
になった後、賃金水準を大幅に引き上げたと考えられる。第二に、1988
年以後、国有企業では経営者請負制度が実施された。国有企業の経営者に
対する評価において、労働者による評価が重要な一部になった。労働者に
よる評価点数が高くなると、経営者が将来昇進する可能性が高くなる。労
働者の高い評価を得るため、経営者が賃金水準を引き上げたことも、1理
由として挙げられる。ただ、1990年代中期以後、経営請負制度が廃止さ
れた後、労働者による評価が経営者に与える影響が小さくなったと考えら
れる。第三に、1990年中期以後、国有企業の所有制構造の改革にともない、
政府の資金援助などの優遇政策は大型国有企業に集中している。その結果、
大型国有企業が独占・寡占部門となっており、市場均衡賃金より高い賃金
水準を設定している。

図5：所有制形態別・賃金上昇率とGDP成長率の格差の推移
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出所：『中国統計年鑑2009』と『中国労働統計年鑑2009』により筆者が計算。
注：縦軸の数値は「格差＝賃金上昇率－ＧＤＰ成長率」により算出。

３.	 最低賃金基準の設定に関する評価
最低賃金基準と平均賃金水準が表4にまとめられている。最低賃金基準

が同一地域でいくつかのランクに分けて設定されるが、比較するために、
表3で各地域の最低賃金基準の最大値が掲げられている。最低賃金基準と
平均賃金水準に関する回帰分析の結果が表5に示されており、最低賃金基
準の上昇率と平均賃金水準の上昇率は表6で掲げられている。これらの分
析結果は以下のことを示しているようである。

第一に、地域により生活水準が異なるため、欧米及び日本などの先進国
において、地域別・最低賃金水準を設けている。中国においても、地域ご
とに最低賃金基準が異なることがわかる。たとえば、最低賃金基準は、経
済発展のレベルが高い地域（北京、上海、広東など）が経済発展のレベル
が低い地域（河南、湖北、湖南、安徽など）より高く、最低賃金基準にお
ける地域間の格差が存在することが見て取れる。

第二に、各地域において、経済発展レベルに関係なく、いずれも経過年
とともに最低賃金基準が上昇している。例えば、経済発展のレベルが相対
的に高い広東省では、最低賃金基準は2004年の684元から、2006年の
780元、2008年の860元、2010年の1100元に上昇した。経済発展レベ
ルが相対的に低い河南省においても、最低賃金基準は2004年の380元か
ら、2006年の480元、2010年の650元に上昇した。

最低賃金基準が上昇した原因については、以下のことが考えられる。
最低賃金制度に関する諸法規で、「最低賃金基準は、生活水準の最低限
度を下回らない」と規定されている。この意味で最低賃金が生存水準

（subsistence level）10に近いものとなっている。経済発展とともに、生
存水準が上昇すれば、最低賃金基準が経過年とともに高くなると考えられ
る。

第三に、各地域において、いずれも最低賃金基準が平均賃金水準より低
い。各年代において、最低賃金基準は平均賃金水準の約２〜４割となって
いる。貧困線は等価所得中位値の5割〜6割と指定される場合が多い。そ
の意味で、平均賃金水準の約２〜４割となった最低賃金基準は貧困線に近
いものとして設定されている。

第四に、最低賃金基準の設定に関する賃金政策の影響力が存在すれば、
最低賃金基準と平均賃金水準との相関関係が存在し、また最低賃金基準の
変化が平均賃金水準の変化に依存すると考えられる。以下では、表5、表
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6の分析結果を用いてこれらの関係を検討する。
表5によると、各年代においても、平均賃金水準の推定値の有意水準は、

すべて1％となっており、平均賃金水準が最低賃金基準に有意な影響を与
えていることが確認された。また、近年になるほど、平均賃金水準が最低
賃金基準の設定に与える影響が小さくなる傾向がある。たとえば、2004
年において、平均賃金水準が100元高くなると、最低賃金基準が12元高
くなる。一方、2006年、2008の場合、平均賃金水準が100元高くなる
と、最低賃金基準がそれぞれ9.3元（2006年）、7.7元（2008年）高く
なる11。

表6によれば、2004〜2006年において、最低賃金基準の上昇率が平均
賃金水準の上昇率を下回る地域が24カ地域あるが、2006〜2008年にお
いて、最低賃金基準の上昇率が平均賃金水準の上昇率を下回る地域が28
カ地域と増加している。大多数の地域で、最低賃金基準の上昇率は平均賃
金水準の上昇率より低くなっており、最低賃金基準と平均賃金水準間の格
差が拡大している傾向がある。これらの分析結果の理由については、以下
のことが考えられる。第一に、最低賃金基準を調整する時間にラグが存在
すると考えられる。そのため、最低賃金基準の上昇率は平均賃金水準の上
昇率より低い現象が見られる。第二に、前述したように、平均賃金水準が
大幅に上昇する主な原因は国有部門の独占による制度的賃金が上昇したこ

表4：最低賃金基準と平均賃金水準の比較
2004年 2006年 2008年 2010年

最低賃
金（元）

平均賃
金（元）

最低賃金 /
平均賃金

最低賃
金（元）

平均賃
金（元）

最低賃金 /
平均賃金

最低賃
金（元）

平均賃
金（元）

最低賃金 /
平均賃金

最低賃
金（元）

北京 545 2473 22.0% 640 3343 19.1% 800 4694 17.0% 960
天津 530 1813 29.2% 670 2390 28.0% 820 3479 23.6% 920
河北 520 1077 48.3% 580 1383 41.9% 750 2063 36.4% 900
山西 521 1079 48.3% 550 1525 36.1% 720 2152 33.5% 850
内モン
ゴール 420 1110 37.8% 560 1539 36.4% 580 2176 26.7% 900

遼寧 450 1243 36.2% 590 1635 36.1% 700 2311 30.3% 900
吉林 310 1036 29.9% 510 1382 36.9% 600 1957 30.7% 780
黒竜江 390 1046 37.3% 620 1375 45.1% 620 1921 32.3% 680
上海 635 2507 25.3% 750 3432 21.9% 960 4714 20.4% 1120
江蘇 500 1517 33.0% 750 1982 37.8% 750 2639 26.5% 960

2004年 2006年 2008年 2010年
最低賃
金（元）

平均賃
金（元）

最低賃金 /
平均賃金

最低賃
金（元）

平均賃
金（元）

最低賃金 /
平均賃金

最低賃
金（元）

平均賃
金（元）

最低賃金 /
平均賃金

最低賃
金（元）

浙江 520 1959 26.5% 750 2318 32.4% 860 2846 30.2% 1100
安徽 410 1077 38.1% 520 1496 34.8% 600 2197 27.3% 720
福建 400 1300 30.8% 650 1610 40.4% 680 2142 31.7% 900
江西 360 988 36.4% 360 1299 27.7% 665 1750 38.0% 720
山東 530 1194 44.4% 610 1602 38.1% 760 2200 34.5% 920
河南 380 1010 37.6% 480 1415 33.9% 650 2068 31.4% 650
湖北 400 988 40.5% 460 1337 34.4% 750 1895 39.6% 900
湖南 400 1161 34.5% 600 1488 40.3% 665 2073 32.1% 850
広東 684 1843 37.1% 780 2182 35.7% 860 2759 31.2% 1100
広西 450 1132 39.8% 500 1505 33.2% 670 2138 31.3% 820
海南 500 1054 47.4% 580 1324 43.8% 630 1822 34.6% 830
重慶 400 1196 33.4% 580 1601 36.2% 680 2249 30.2% 680
四川 450 1172 38.4% 580 1488 39.0% 650 2087 31.1% 850
貴州 400 1036 38.6% 550 1401 39.3% 650 2050 31.7% 650
雲南 470 1215 38.7% 540 1559 34.6% 680 2003 33.9% 830
チベット 495 2573 19.2% 495 2627 18.8% 730 3940 18.5% 730
陝西 320 1085 29.5% 540 1410 38.3% 600 2162 27.8% 760
甘粛 340 1135 30.0% 430 1437 29.9% 620 2001 31.0% 760
青海 370 1436 25.8% 460 1890 24.3% 600 2582 23.2% 770
寧夏 350 1218 28.7% 450 1770 25.4% 560 2560 21.9% 710
新疆 480 1207 39.8% 670 1485 45.1% 800 2057 38.9% 960

出所：筆者が作成。
注：1）各地域の最低賃金は各地域のホームページにより収集したものである。
	 2）平均賃金は各年度『中国統計年鑑』における地域別労働者の平均賃金である。

表5：最低賃金基準と平均賃金水準に関する回帰分析
MLWi = α + βaveragewagei + ui (i = 1,2...31)

2004 2006 2008
推定係数 ｔ値 推定係数 ｔ値 推定係数 ｔ値

平均賃金水準
定数項

0.120　***
287.262　***

4 .05
7.25

0.093　***
412.478　*** 

3 .26
8.57

0.077　***
508.984　*** 

4 .13
11.55

サンプル
調整済み決定係数
Ｆ検定

31
0.396 
0.000 

31
0.253 
0.003 

31
0.387 
0.000 

出所：筆者が計算。
注：1）*,**、*** はそれぞれ有意水準10％、5％、1％を示す。
	 2）中国の31カ省・直轄市・自治区のデータを用いた計算。
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とにある。国有部門、独占産業の賃金水準が大幅に上昇した結果、平均賃
金水準が大きく上昇し、最低賃金水準と平均賃金水準間の格差が拡大した
と考えられる。

まとめⅣ

本稿では、市場経済移行期における中国賃金政策・制度の変遷を概観し
たうえで、また実証研究を通じて統一管理賃金政策、国有企業の賃金上昇
に関する賃金政策、最低賃金基準の設定に関する賃金政策・制度の影響を
検討した。歴史的視点と実証研究の視点から得られた主な結論は、以下の
通りである。

第一に、賃金政策・制度の変遷については、計画経済期に、政府が統一
管理賃金政策を実施し、賃金決定は市場均衡モデルに従わず、賃金水準は
すべて政府によりコントロールされた。市場経済移行期に、国有企業のコー
ポレートガバナンスの改革が促進されるとともに、統一管理賃金政策に関
する規制緩和が行われ、労働法律・規定の制定・実施が促進され、最低賃
金制度、賃金の指導ライン制度、賃金の集団協議制度などの新たな賃金制
度が実施された。市場経済移行期に、市場メカニズムの機能が大きくなっ
ているが、国有部門における賃金総額と基本給は依然としては政府により
管理され、また賃金の指導ライン制度などの諸賃金政策・制度により、政
府はマクロコントロールを実施している。

第二に、賃金政策・制度の影響については、（１）市場経済移行期に、
計画経済期における統一管理賃金政策は緩和されたが、現在までに国有部
門、寡占・独占産業では、統一管理金政策による影響が依然として残り、
規制部門が市場均衡賃金より高い賃金水準を設定した結果、1990年代以
後、国有部門と非国有部門間の賃金格差、独占・寡占産業と競争産業間の
賃金格差が拡大している。（２）1990年代に、政府は国有企業の賃金上昇
率を規制する賃金政策を公布したが、それらの賃金政策の効果ははっきり
しない。（３）平均賃金水準が最低賃金基準に有意な正の影響を与えてお
り、平均賃金水準が高くなるほど、最低賃金基準が高くなることが確認さ
れ、最低賃金基準の設定に関する賃金政策は一定程度有効であることが示
された。しかし、2004年以後、大多数の地域で、最低賃金基準の上昇率
は平均賃金水準の上昇率より低くなっており、最低賃金基準と平均賃金水

表6：最低賃金基準の上昇率と平均賃金水準の上昇率の比較
2004年⇒2006年 2006年⇒2008年

最低賃金（%） 平均賃金（%） 両者の比較 最低賃金（%） 平均賃金（%） 両者の比較
北京 17.4% 35.2% ▲ 25.0% 40.4% ▲
天津 26.4% 31.8% ▲ 22.4% 45.6% ▲
河北 11.5% 28.4% ▲ 29.3% 49.2% ▲
山西 5.6% 41.3% ▲ 30.9% 41.1% ▲

内モンゴール 33.3% 38.6% ▲ 3.6% 41.4% ▲
遼寧 31.1% 31.5% ▲ 18.6% 41.3% ▲
吉林 64.5% 33.4% 17.6% 41.6% ▲

黒竜江 59.0% 31.5% 0.0% 39.7% ▲
上海 18.1% 36.9% ▲ 28.0% 37.4% ▲
江蘇 50.0% 30.7% 0.0% 33.1% ▲
浙江 44.2% 18.3% 14.7% 22.8% ▲
安徽 26.8% 38.9% ▲ 15.4% 46.9% ▲
福建 62.5% 23.8% ▲ 4.6% 33.0% ▲
江西 0.0% 31.5% ▲ 84.7% 34.7%
山東 15.1% 34.2% ▲ 24.6% 37.3% ▲
河南 26.3% 40.1% ▲ 35.4% 46.1% ▲
湖北 15.0% 35.3% ▲ 63.0% 41.7%
湖南 50.0% 28.2% 10.8% 39.3% ▲
広東 14.0% 18.4% ▲ 10.3% 26.4% ▲
広西 11.1% 33.0% ▲ 34.0% 42.1% ▲
海南 16.0% 25.6% ▲ 8.6% 37.6% ▲
重慶 45.0% 33.9% ▲ 17.2% 40.5% ▲
四川 28.9% 27.0% ▲ 12.1% 40.3% ▲
貴州 37.5% 35.2% ▲ 18.2% 46.3% ▲
雲南 14.9% 28.3% ▲ 25.9% 28.5% ▲

チベット 0.0% 2.1% ▲ 47.5% 50.0% ▲
陝西 68.8% 30.0% 11.1% 53.3% ▲
甘粛 26.5% 26.6% ▲ 44.2% 39.2%
青海 24.3% 31.6% ▲ 30.4% 36.6% ▲
寧夏 28.6% 45.3% ▲ 24.4% 44.6% ▲
新疆 39.6% 23.0% 19.4% 38.5% ▲

出所：筆者が計算。
注：	1）各地域の最低賃金は各地域のホームページにより収集したものである。
	 2）平均賃金水準は各年度の『中国統計年鑑』における地域別労働者の平均賃金である。
	 3）「最低賃金基準の上昇率＜平均賃金水準の上昇率」を▲記号で示す。
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準間の格差が拡大しており、最低賃金基準の設定に関する賃金政策の実施
面に問題があることがうかがえる。

上記の分析結果は、以下のような政策含意を持つと考えられる。市場経
済移行期に、国有部門、独占・寡占産業などの規制部門で、政府が賃金決
定をコントロールする影響は依然として大きいため、労働市場で市場原理
に基づく賃金決定のメカニズムの機能が十分に発揮できていない。市場経
済化の改革を促進するため、経済体制の移行（計画経済体制から市場経済
体制へ）を進めると同時に、所有制構造の改革（公有制から私有制への改革、
国有部門の民営化など）を促進すべきである。所有制構造の改革は、現在、
中国市場経済化の改革で最も重要な課題である。徹底的な所有制構造の改
革を遂行するため、政治体制の改革が求められる。

［謝辞］
本稿を執筆するにあたり、東京大学名誉教授中兼和津次先生からは多く

の有益なコメントを頂き、また日本語を丁寧に訂正して頂いた。記して感
謝の意を表したい。残る誤りはすべて筆者の責任に帰する。

註
１	 内部労働市場理論（Piore 1970）によれば、賃金決定が企業内部の賃金・雇用制度にも関連す

ることが説明されている。しかし、企業内部で設定された賃金の一部は市場賃金に参照したも
のだと考えられる。

2	 公有制は、計画経済期に国家所有制、集団所有制の総称である。
3	 林・蔡・李（1996）、中兼（1999）は、1990年代以降、国有企業の改革が促進されたが、国有

企業の所有権は依然として政府に属するため、国有企業のコーポレートガバナンスは「不徹底
的改革」（抜本的な構造改革ではないこと）であることを指摘している。

4	 これらの分類は、中兼（2010、8頁）の図1-4で市場経済移行期における体制移行の分類（所
有制度、資源配分制度）に参照したものである。

5	 ここでの労働報酬は、基本給、手当、奨励金、福利厚生を含むものである。
6	 市場経済移行期に、平均賃金水準は、①地域別、業種別、企業別の人件費、②当該地域の産業

平均賃金水準、③地方政府の発表した賃金指導ライン、④当該地域の都市住民の消費者物価指数、
⑤企業の労働生産性と利潤、⑥国有資産総額と付加価値、⑦前年度の賃金総額と賃金水準、⑧
賃金の集団協議制度に係る事項の八つの基準に基づいて設定される。

7	 2004年1月、労働・社会保障部が新たな『最低賃金規定』を公布した後、1993年の『最低賃金
保障制度に関する規定』は廃止された。

8	 国有企業と非国有企業間の賃金格差が生じる要因については、ミクロデータを用いた実証研究
によると、労働者が持つ人的資本の量の差異が両者間の賃金格差に寄与するが、その主な要因が
人的資本の量の差異以外の要因（例えば、賃金決定制度の相違など）であることを示している（陳 , 
Demurger and Fournier　2005；張・薛　2008）。また、Dong and Boewl（2002）、邢（2005）、
馬（2009ｂ）は、人的資本が賃金に与える影響は、非国有企業の方が国有企業より大きく、年

功賃金制度の影響は国有企業のほうが大きいことを明示している。
9	 丸川（2002）は、1980年代以後、国有企業の賃金水準が大幅に上昇した問題を指摘している。
10	 Lewis（1954）によれば、生存水準とは、過剰労働力が存在する場合、労働者と家族が生活でき

る必要最低限の水準である。また、同論文では、経済発展とともに、生存水準が上昇する可能
性が存在することが指摘されている。

11	 ・張（2010）は、広東省広州市の最低賃金基準の決定要因について、相関関係に関する分析
を行った結果、平均賃金水準以外、一人当たり年間消費水準、一人当たり年間所得、労働生産性、
一人当たり GDP、物価指数、失業率の諸要因も最低賃金基準に影響を与えることを示している。
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国家統計局が全国6.8万農家世帯を対象とする家計調査の推計結果によ
れば、2009年に、戸籍が登録されている郷鎮を６カ月以上離れ、他地域
で就業し暮らす農民工は全国で1億4533万人に上った。農民工の７割近
くは中西部農村から流出したものであるが、流入先別構成では、４大直轄
市（北京・天津・上海・重慶）と各省政府の所在都市が３割、市級都市が
３割、をそれぞれ占めたという。
大都市、中でも北京、上海のような大都市では、農民工の流入ととも

に、小中学校の義務教育を受ける学齢期の子供も大勢入ってきている。こ
の子達はその親と同じように戸籍の転出入ができていないため、今の住ま
いでしばらく居住する者、つまり、暫住人口または流動児童として扱わ
れ、2000年代の中ごろまでは現住地の公立学校に入学することも許され
なかった。一時、流動児童は学校にいくのをあきらめるか、出稼ぎ労働者
自身の作った簡易学校（民工学校など）に通うしかなかった。このやり方
は地域間人口移動の活発化に対応できないばかりでなく、1986年施行の
義務教育法で規定された教育平等の精神にも抵触するとして、学界やマス
メディアから厳しい批判を浴びた。
2003年に発足した胡錦濤・温家宝政権は、人間本位の科学的発展観を

打ち出し、調和の取れた社会の構築を大きな目標に掲げた。重要政策の一
つとして農業・農村・農民にまつわる諸問題の解決があげられるが、その
一環として貧弱な農村教育、無秩序な農民工子女の学校教育を根本的に改
善しようとすることが指摘できる。
2000年代に入ってから、高度成長が続き、中央政府の財政事情が大き

く好転した。それを背景に、農村義務教育の無償化、流動児童の教育機会
の平等化に目を見張るものがあった。近年の農村では経済的困窮で小中学

厳  善 平

農民工子女学校教育の政策と実態
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流動児童が自分の戸籍登録地でないところで義務教育を受けることにつ
いて、1992年公布の義務教育法実施細則で初めて明記された（表１の②）。
すなわち、非戸籍登録地（現住地）で義務教育を受けようとする学齢期の
流動児童は、戸籍登録地の行政機関から許可を得て、現住地の諸規定に従っ
て入学（借読）の申請をすることができる。また、実施細則で、小中学校
は所定の授業料等を徴収することができるとされるものの、流動児童に対
して特別費用（借読費）の徴収について言及がなかった。

表１：農民工子弟の義務教育に関わる重要な法規等

決定機関 名称 施行・発布日
①全国人民代表大会 中華人民共和国義務教育法 1986年7月1日より施行

②国家教育委員会 中華人民共和国義務教育法実施
細則 1992年2月29日国務院許可

③国家教育委員会 城鎮流動人口中適齢児童、少年
就学弁法（試行） 1996年

④国務院 社会力量弁学条例 1997年10月1日より施行

⑤国家教育委員会・公安省 関於印発「流動児童少年就学弁
法」的通知 1998年3月2日実施

⑥国務院婦女児童工作委員会 中国児童発展綱要（2001～
2010年） 2001年5月22日

⑦国務院 関於基礎教育改革与発展的決定 2001年5月29日

⑧国務院 関於進一歩加強農村教育工作的
決定 2003年9月17日

⑨国務院弁公庁
転発教育部等部門関於進一歩做
好進城務工就業農民子女義務教
育工作意見的通知

2003年9月17日

⑩国務院 関於解決農民工問題的若干意見 2006年1月31日

⑪全国人民代表大会 中華人民共和国義務教育法（改
正） 2006年9月1日より施行

⑫国務院 関於做好免除城市義務教育階段
学生学雑費工作的通知 2008年8月12日

出所：筆者作成。

1990年代後半に入って、農村から都市への人口移動が拡大し、流動児
童も急速に増えると、流動児童の義務教育に関する政策の整備を急ぐ必要
が生じた。96年に、国家教育委員会は、都市部に流入している子供の就
学規定（表１の③）を制定、公布した。具体的には、以下の５点を挙げる
ことができる。①流入地の行政は、現住地の臨時居住証を持つ子供に義務

校に通えない現象がほぼなくなり、出稼ぎのため異郷生活を余儀なくされ
る農民工子女も、現住地の公立学校で地元の子と同じような教育機会を保
障されつつある。また、専ら農民工子女を受け入れる簡易学校も、行政の
指導と財政支援を受け、授業料の無償化など公立学校と同等の教育サービ
スを提供できるようになっている。制度上、戸籍の如何や住む場所を問わ
ず、学齢期の子供であれば、どこかの公立学校または政府公認の民間学校
で授業料等の無償サービスを受ける権利が保障されている。これは農業税
の廃止（2006年）、農村新型合作医療制度の導入（03年）と並ぶ政策転
換の成果といえる。
ところが、上海のような大都市では、公立学校への入学条件が厳しく、

それをクリアできず、やむなく民工学校に通わざるを得ない農民工子女も
多い。農民工の高い流動性、居住地の戸籍を持たない非戸籍者の大学入試
への制限が影響して、農民工子女の学校教育に多くの問題も存在する。就
業、賃金、社会保障における農民工への制度差別が続く中、農民工子女が
地元戸籍者の子供と平等な教育機会を享受できないでいるのが現状であ
る。
農民工子女の教育政策の変遷に関して、厳（2010a）では大まかな整理、

分析が行われた。民工学校を母体に設立された私立学校の現状、問題点に
ついて、上海市を事例とした実証分析もある（厳2010b）。本章では、中
央教育科学研究所等が2008年に行った農民工子女の教育政策、農民工子
女教育の実態に関する12都市調査の結果を活用しながら、農民工子女の
教育政策を簡潔に整理し、農民工子女の教育問題をより多面的に考察する。
また、上海市の事例研究を通してこの問題の時代背景を深く掘り下げてみ
る。

農民工子女の義務教育政策の変遷1Ⅰ

中国は1986年に最初の義務教育法を制定、施行した（表１の①）。同
法では、満6歳の子供は性別、民族、種族に関わりなく所定の義務教育を
受けなければならず、地方政府は小中学校を開設し子供を入学させ、国は
義務教育を受ける子供の授業料を免除すると定めた。しかし、同法では戸
籍登録地と異なるところで義務教育を受けることについての規定はない。
当時、そうした状況の存在はごく限られていたからであろう。
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・	低所得者の子供に教科書を無料で提供し、寮に住む低所得者の子供に
は生活補助金を給付する。

・	農民工等流動人口の子供が親の出稼ぎ先の学校で義務教育を受ける場
合、当地の政府は地元の子供と同じ教育環境を提供しなければならな
い。

改正教育法の規定を受けて、国務院は2008年に都市部における義務教
育の授業料および雑費を免除する通達を公布し、その中で、農民工子女の
就学問題について、「借読費」だけでなく、授業料、雑費も免除すること
を決定した（表１の⑫）。具体的に以下の要点が挙げられる。
・	2008年秋の新学期から都市部における公立学校の授業料を無償化す

る。
・	地方政府の委託を受け、義務教育を担う私立学校の生徒も所在地の公

立学校と同じように授業料の無償化を享受する。
・	都市生活保護を受けている生徒には引き続き無料の教科書を提供し、

経済的に困窮な家庭の寮生に対して生活補助金を給付する。
・	農民工子女は主として現住地の公立学校で義務教育を受けるものと

し、地方政府は農民工子女の義務教育を当地の教育行政に組み入れ、
その人数、分布および変化傾向を参考に公立学校の管理運営に当たら
なければならない。

・	地方政府は、公立学校に入学する要件を満たす農民工子女を住まいの
近くの学校に入学させ、授業料の無償化を適用する。地元戸籍を持つ
生徒と同じ基準で所要の経費を計上し、それを政府予算の一般会計か
ら出さなければならない。

ここにきて、流動児童が都市戸籍の子供と同じような条件で、義務教育
を受けられる制度が整うことになったのである。

農民工子女の規模および義務教育の基本状況II

1990年代後半以降、農村から都市へ、内陸から沿海への出稼ぎ労働者
が急増するにつれ、親に随伴して移動した14歳以下の子供（流動児童）
も膨大な数に上っている。2000年人口センサスによれば、流動児童の総
数は1982万人と流動人口2全体の13.7% を占めた。05年全国1%人口抽
出調査でも、流動児童の総数と全体比はそれぞれ1834万人、12.5% で

教育の機会を提供しなければならない。②流動児童を主として公立学校が
受け入れるべきだが、私立学校等もその役割を担うことができる。③監護
者は現住地の臨時居住証をもって近くの学校に入学を申請し許可を得なけ
ればならない。④公立学校は流動児童の監護者から所定の費用（借読費、
授業料）を徴収することができる。ただし、営利目的の受け入れや規定に
反する費用徴収をしてはならない。⑤戸籍登録地に子供を監護する条件が
あれば、故郷で義務教育を受けさせなければならない。
つまり、戸籍登録地に片方の親や祖父母がいて、しかも、子供の世話が

できるなら、都市部への移動を制限するが、やむを得ない場合は、農民工
子女は主として現住地の公立学校で義務教育を受けられるように制度の整
備が進められたのである。
1998年に、国家教育委員会と公安省は、流動人口の更なる増大を踏ま

えて、流動児童就学の暫定弁法（表１の⑤）を公布した。一定の要件を満
たす流動児童の義務教育について、より明確な方針が示され、そのための
措置もより具体化された。その方針とは、流入地およびその中の公立学校
が主体となって（両個為主）、農民工子女への義務教育を提供し、具体的
な措置とは、公立学校の付属クラス、各種私立学校、流動児童を専門的に
受け入れる簡易学校（民工学校等）が補完しあって、流動児童を最大限に
収容する、というものである。
流動児童に対する義務教育の権利保障は、「中国児童発展綱要2001—

2010」（表１の⑥）でも強調されたが、それをより一層明確化したのは、
農村教育の更なる強化についての国務院通達（表１の⑧）、および、教育
部等六つの中央省庁が連名で出した、農民工子女の義務教育に関する通達
（表１の⑨）である。いずれの通達も内容的には以前のものとほとんど変
わらないが、流入地、公立学校を主体とする基本方針がさらに強調され、
学校生活のあらゆる場において、流動児童と戸籍住民の子供を同じように
扱わなければならないという「一視同仁」が新たに提起されたところに新
味がある。
2006年に、義務教育法が全面改正され、義務教育の実施にあたって、

授業料および雑費を徴収しないことがはじめて明記された。流動児童の義
務教育に関しては、以下のような内容の条文が盛り込まれた（表１の⑪）。
・	中卒までの9年間を義務教育期間とし、授業料および雑費の無償化を

実施する。義務教育の経費は政府予算の一般会計から計上される。
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	 表２：地域別にみる流動児童（0-14歳）の分布と教育（2005年）	 単位：万人、％

流動児童
の総人数

その内 :
省間移動
児童の総
人数

省間移動
者の全体
に占める
割合

都市部にお
ける流動児
童の対全児
童比

省間移動
児童の流
出地別構
成比

省間移動
児童の流
入地別構
成比

6-14歳 移
動児童義務
教育未完了
者割合

参考①
省内県間
移動者の
割合

参考②
県内郷間
移動者の
割合

全国 1834.0 639.5 34.9 12.4 100 100 4.4 31.5 33.6 
北京市 47.7 46.3 97.1 26.1 0 .2 7 .2 3 .7 1 .0 2 .0 
上海市 64.6 62.0 96.1 30.6 0 .1 9 .7 4 .4 2 .5 1 .5 
天津市 20.1 19.1 95.0 16.9 0 .1 3 .0 5 .2 0 .3 4 .7 
新疆区 43.2 27.3 63.3 12.9 0 .4 4 .3 7 .0 19.4 17.3 
浙江省 141.1 76.5 54.2 21.2 3 .5 12.0 5 .9 16.1 29.6 
江蘇省 117.7 59.9 50.9 12.1 2 .9 9 .4 3 .7 27.6 21.5 
海南省 13.9 6 .3 45.6 10.1 0 .3 1 .0 2 .2 32.5 21.9 
広東省 267.8 116.4 43.5 15.4 2 .0 18.2 4 .9 40.3 16.2 
雲南省 57.4 20.8 36.2 10.8 1 .3 3 .3 7 .6 41.0 22.8 
福建省 101.4 35.8 35.3 21.6 3 .0 5 .6 5 .3 30.1 34.6 
青海省 8.9 3 .0 34.1 14.2 0 .3 0 .5 7 .8 36.4 29.6 
寧夏区 10.4 3 .1 29.7 12.5 0 .2 0 .5 2 .0 38.1 32.3 
遼寧省 58.3 17.0 29.2 10.2 1 .0 2 .7 3 .3 30.5 40.3 
内蒙古区 62.4 15.3 24.4 17.2 1 .6 2 .4 6 .0 36.4 39.2 
河北省 58.1 13.6 23.4 8 .0 3 .0 2 .1 3 .3 28.7 48.0 
西藏区 2.3 0 .5 22.9 5 .1 0 .1 0 .1 15.4 34.3 42.9 
重慶市 28.0 6 .4 22.7 7 .5 6 .3 1 .0 4 .3 20.3 56.9 
陜西省 39.1 8 .2 21.0 9 .3 2 .0 1 .3 1 .8 36.8 42.2 
吉林省 31.2 6 .5 20.9 9 .4 1 .4 1 .0 6 .8 34.7 44.4 
湖北省 50.8 10.5 20.6 7 .4 4 .0 1 .6 3 .8 43.4 36.0 
山西省 47.8 9 .7 20.2 9 .0 0 .8 1 .5 2 .6 31.8 48.0 
広西区 44.4 8 .8 19.8 9 .9 3 .1 1 .4 4 .0 39.8 40.5 
山東省 79.6 15.7 19.7 7 .9 3 .1 2 .5 4 .3 26.9 53.4 
甘粛省 17.2 3 .3 19.1 6 .5 1 .8 0 .5 2 .4 44.0 37.0 
貴州省 46.2 8 .5 18.5 10.5 5 .0 1 .3 4 .2 43.8 37.8 
黒龍江省 43.0 6 .0 14.0 8 .1 3 .6 0 .9 4 .6 54.3 31.7 
四川省 92.9 12.4 13.4 9 .4 12.5 1 .9 5 .5 35.6 51.0 
河南省 51.7 5 .3 10.3 5 .7 8 .9 0 .8 2 .0 45.5 44.2 
江西省 60.9 5 .6 9 .3 9 .6 6 .2 0 .9 1 .5 23.2 67.6 
安徽省 65.3 5 .4 8 .3 7 .4 14.5 0 .9 1 .9 39.1 52.6 
湖南省 60.5 4 .6 7 .6 9 .4 6 .8 0 .7 3 .0 43.0 49.5 

出所：課題組（2010）の表1-2、表1-3、表1-5、表2-3より作成。元データは2005年全国	
1％人口調査から抽出された258.5万人の個票データに基づいた推計値。

あった。流動児童のうち、義務教育の適齢期に当たる6〜14歳の総人数
は2000年の868万人から1160万人へと33.6% 増えた。また、05年１％
人口調査では、農業戸籍の流動児童が全体の76.5% を占めたことから、
いわゆる農民工子女の総数は1403万人、学齢期の者は887万人に上ると
推計される（厳2010a）。
戸籍を故郷から転出して現住地に転入できずにいる流動人口の場合、自

らの戸籍が農業か非農業かにかかわらず、それぞれの居住する都市で受け
られる公共サービスに大差がない。したがって、以下で、流動児童の分布
や義務教育の状況を述べる際に、流動児童と農民工子女の違いを区別せず
にすることもある。

１.	 流動児童の分布状況
これまで公表された人口統計では、流動児童の地域分布等を知ることが

できない。本節では、主として課題組（2010）、田・呉編（2010）を利
用して所定の問題を解き明かすことにする。二つの文献は中央教育科学研
究所と重慶市教育科学研究院が2007年、08年に全国12都市で就学する
流動児童を対象としたアンケート調査および全国1%人口抽出調査の個票
を利用してまとめられたものであり、農民工子女または流動児童の学校教
育に関する包括的な調査研究として優れている。
2005年全国１％人口抽出調査のデータベースから258万5481人の

データセットを抽出し、それを基に流動児童の地域分布や就学状況を浮き
彫りにした点は特筆に値する。以下、そうした集計資料を加工し、流動児
童の就学状況を考察する。それをもって流動児童の学校教育に関する諸政
策の効果を評価する。
流動児童の地域分布を表す表２に基づいて、以下の特徴的な事実を指摘

することができよう。
すなわち、①三大直轄市である北京、上海と天津、江蘇、浙江、福建、

広東といった沿海部の先進地域には多くの流動児童が暮らしている。②こ
れらの地域における流動児童の多くは他の省市区からやってきた広域移動
者であり、三大直轄市のほとんどがそれに当たる。③全国平均では、都市
部における流動児童の対全児童比は12.4% に留まるが、北京、上海、浙
江と福建では２〜３割も流動児童が占めている。④省間移動児童の流入地
別構成比では、出稼ぎ労働者の最も多い広東は全体の18.2%を占め、浙江、
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けていた。しかも、一部を除いて、過半数の流動児童は公立の小中学校で
勉強していた。この事実を見ると、中央政府の進めた「両個為主」の政策
は2007年に一定の効果を達成したということができる。

	 表４：調査対象都市における流動児童の教育状況（2007年）	 単位：万人、％

義務教育期
の生徒総数

うち : 流動
児童の総数

流動児童の
割合

小学生の
割合

中学生の
割合

公立学校就
学者の割合

北京市 110.8 40.0 36.1 82.9 17.1 62.0 
上海市 53.9 
広州市 28.0 
成都市 37.0 11.7 31.6 58.2 
杭州市 69.4 14.2 20.4 80.2 19.8 68.4 
瀋陽市 70.0 4 .3 6 .1 100.0 
義烏市 6.6 3 .4 52.0 88.4 11.6 37.8 
順徳市 22.2 5 .2 23.2 87.6 12.4 91.2 
無錫市 49.5 14.3 28.9 80.4 19.6 90.0 
鄭州市 78.6 11.6 14.7 72.6 27.4 84.3 
石家庄市 20.0 6 .7 33.6 80.0 20.0 100.0 
烏魯木斉市 32.7 7 .4 22.7 74.8 25.2 86.3 

出所：田・呉編（2010）の表3-1、表3-4、表3-5-1に基づいて作成。
注：空白は不明。なお、課題組（2010）の表1-9と比べて、杭州の流動児童数、義烏の生徒総

数と流動児童の総数が著しく少なく、ミスの可能性が高い。

ところが、様々な学校に通っている流動児童の学年を見ると、小学校の
生徒が8割、中学校が2割、というアンバランスも読み取れる。小学校が
6年間、中学校が3年間、という違いを考慮しても、両者の間に均衡が取
れていない。小卒をして中学校への進学は流動児童にとって難しかったか
らであろう。

３.	 流動児童の学校教育問題
流動児童の規模拡大に対応して、流入地の公立学校を中心に子供に義務

教育を受けさせようとする教育政策が実施され、その成果として上で見た
ような状況があったのであろう。しかし、厳しい入学条件が求められ、多
くの流動児童は依然として教学条件の劣る私立学校、民工学校に通わざる
を得ず、あるいは、非常に煩雑な手続きをして初めて公立学校への入学を
果たせるといった問題が指摘される。

上海、江蘇、北京、福建も比較的高い割合である。⑤対照的に、省間移動
児童の流出地別構成では、安徽、四川、河南、湖南、重慶、江西など広大
な農村部を有する中西部の省は高い割合を占めている。④と⑤を総合する
と、流動児童の流出地と流入地がほぼ完全に両極化しているということが
できる。⑥小中学校の義務教育を受ける学齢期（6-14歳）でありながら、
学校に通っていない、あるいは、小中学校の途中で退学したといった義務
教育を完了していない流動児童は全体の4.4% と比較的低いが、地域間に
ばらつきが大きい。チベット、新疆、雲南、青海など少数民族が多く住む
地域ではその割合が高くなっている。

２.	 流動児童の学校教育
流動児童全体の教育状況についてもう少し詳しく見たのは表３である。

義務教育を完了していない4.4% のうち、2.7ポイントの者が学校に通っ
ていないか、通ったことがなかった。また、どの範囲で移動したかによっ
て、学校教育の状況も異なる。移動範囲の狭い県内郷間の場合、学校に通っ
たことがない者の割合は2.0% であった。それに対して、省間移動者の場
合は3.3.% に達する。その意味でいうと、流動児童の学校教育を巡る問
題は主に省間で移動した者の間で発生しているということができる。これ
を表２で判明した事実と考え合わせると、流動児童の教育問題は主に北京、
上海、広東、浙江といった広域移動者の集中する地域で発生しているとも
いえるのである。

	 表３：学齢期の流動児童の教育状況	 単位：％

6-14歳
流動人口

うち : 省間移
動者

うち : 省内県
間移動者

うち : 県内郷
間移動者

学校に通ったことがない 2.7 3.3 2 .7 2 .0 
義務教育を完了せず 4.4 5.5 4 .4 3 .3 

出所：課題組（2010）の表2-1、表2-2に基づいて作成。

他方、現住地で就学する流動児童はどのような状況にあるのか。ここで
は、田・呉編（2010）を基に作成した表４に即して説明する。
表４によれば、流動児童の教育政策が大転換を遂げた2007年に、北京、

成都、石家庄等の大都市では、義務教育期の生徒総数に占める流動児童の
割合は30%を超えた。他の沿海都市でも大勢の流動児童が義務教育を受
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上海市に半年以上住む流動人口3である。流動人口の中に義務教育を受け
る学齢期の子供も多く含まれ、この子達の学校教育をどうすればよいかを
めぐって、学界、行政を巻き込んだ議論が長年続いた。前述した全国レベ
ルの政策転換が影響して、この間の上海市でも、農民工子女を中心とする
流動児童の学校教育に関する政策環境が著しく改善されている。
上海市教育委員会によれば、2000年代以降、市政府は農民工と一緒に

住む子供のために、農民工子女だけの公立学校を新設したり、既存学校の
中に農民工子女のクラスを編成したり、あるいは、地元の子と同じクラス
に編入する形で、農民工子女の公立学校への入学を推し進めてきた。
表５は上海市における公立学校在校生の空間分布、流動児童の推移を示

している。2000年に、上海市に住む学齢期の流動児童総数は26.3万で
あった。それは2008年に40.2万人に増え、義務教育を受けた小中学校
の生徒数の35.9% を占めた（市教育委員会HP）。言い換えれば、小中学
校の生徒に３人に１人が上海市の戸籍を持たない流動人口なのである。

	 表５：上海市における生徒数およびその構成の推移	 単位：万人、％

年次

上海市公立
学校児童・
生徒数
a

a の構成比 流動人口
子女数
b

類型別流動人口子女構成比 c

中心区 近郊区 郊外区 公立学
校

私立学
校

民工子
弟学校

2000 134.5 44.9 28.1 26.9 26.3 
2001 127.4 43.3 29.3 27.5 28.6 
2002 119.0 41.5 30.5 28.0 30.6 
2003 110.6 39.9 31.5 28.6 32.8 41.8 
2004 105.5 38.5 33.0 28.5 36.4 43.2 
2005 99.7 37.0 33.8 29.2 38.2 49.3 
2006 97.4 35.6 35.2 29.1 38.6 53.9 
2007 96.0 34.6 36.5 28.9 57.1 
2008 101.6 32.0 37.8 30.2 40.2 61.6 12.8 25.6 
2009 42.0 86 14
2010 100 0

出所：aは高（2010）、bは課題組（2008）、c は上海市教育委員会ホームページより作成。
注：空白は不明。2009年、10年の類型別流動人口子女構成比は市政府の目標数値である。

流動児童はどのような学校に通っているか。上海市教育委員会の統計に
よると、公立学校に通う子供の割合は2003年に41.8% だったが、2008

全国12都市の公立学校、私立学校および民工学校で勉強する生徒とそ
の保護者（それぞれ4000人）を対象に実施したアンケート調査（2008
年）から以下のような具体的な問題が浮き彫りになったとされる（課題組
2010）。
第一に、私立学校と民工学校の授業料、戸籍登録地と異なる地域の公立

学校に通うのに納めなければならない「借読費」が高く、収入が元々高く
ない農民工は重い教育費負担を背負わされている。地元戸籍を持つ子供と
の間に教育機会の不平等が存在した。
第二に、流動児童の親は子供を公立学校に入学させる意思を強く持つも

のの、入学申請のために提出しなければならない書類が多く、しかも、規
定の要件が厳しいものも多い。たとえば、親または子供本人の戸籍手帳、
身分証明、暫定居住証、在職証明、転校証明、計画出産（１人っ子）証明、
住所証明、現住所で一定の期間以上居住していることの証明書類を必須の
条件とすることは一般的である。煩雑な書類を取り揃えるために時間と費
用がかかり、規定の要件が満たされない人は、公立学校への入学を断念す
ることも多かった。
第三に、流動児童の親は頻繁に転職する者が多く、住む場所を変えざる

を得ないケースはしばしばある。そのため、流動児童の転校が多く、転校
に由来する諸問題も目立つ。登校拒否、年齢より下の学年に通うことはそ
の典型である。
これらの問題は2008年に出された新政策（表1の⑫）の施行で解消さ

れつつあると考えられるが、戸籍が存続し、戸籍に依拠して移住・職業選
択の自由が制限され続ける限り、流動児童の学校教育にまつわる諸問題の
根本解決は難しい。次節で、上海市の事例分析を通して、流動児童教育の
現状と課題を詳しく分析する。

流動児童教育の現状と課題 : 上海市を事例にIII

上述した全国の動きを踏まえて、本節では、上海市を事例に取り上げ、
そこにおける流動児童教育の現状を明らかにし、今後の課題を考える。

１.	 小中学校生徒数および空間分布の変遷
上海市の常住人口は2009年に1921万人に上るが、うちの542万人は
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２.	 公立学校の募集定員と少子化の矛盾
前出のように、上海市の常住人口は2009年に1900万人を超えたが、

上海市の戸籍を持ついわゆる戸籍住民は1379万人に留まり、しかも過去
10年間でわずかしか増えてこなかった（4.4% 増）。戸籍人口に限ってい
うならば、1992年から毎年亡くなった人は生まれてくる人を上回り、戸
籍人口の自然減が続いていた。1人っ子政策が徹底され、晩婚化や未婚化
も急速に進んでいることが背景にある。その結果、小学校に入学する満6
歳の児童、高校に進学する満15歳の少年が年々減少してしまうのである。
図１は2003年の上海市戸籍人口統計を基に推計された６歳、15歳およ

び定年8（60歳男性と55歳女性の合計）を迎える人口の推移を示すもの
である（ただし、2004年以降、新規大卒者等の就職で戸籍転入を果たし
た人口の増加が考慮されていない）。同図によると、1990年代の前半にお
いて、６歳の子供は毎年18万人位いたが、その後急減し続け、2009年に
は５万人未満となってしまった。また、高校進学の年齢に当たる15歳の
子供も2005年ごろまでの17万人位から減少傾向を呈し、2010年に8.5
万人しかないようになった9。

図１：上海市戸籍人口における６歳、15歳および定年人口の推移
400000
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300000

1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 2026 2029（年）
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6歳人口
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戸籍住民の子供に教育サービスを提供するため、上海市はこれまで公立
の小中高学校を整備した。立派な校舎、教学設備だけでなく、優秀な教員

年に61.6% に上昇した4。市政府が認定した適格民間学校（66校）に通
う5万人余り（全体の12.8%）を加えれば、74.4% もの流動人口子女は
公立学校もしくはそれに準ずる私立学校の教育を受けることになってい
る。残る182校（10万人余り在籍、25.6%）も2010年までの２年間で
市の財政資金を注入して改造される計画だという5。また、適格民間学校
と認定されると、授業料等は無償となり、学校運営の経費も財政の一般予
算から出される。上海市では、2010年に農民工子女の学校教育にかかわ
る基本政策、すなわち、「二個為主」、「一視同仁」は完全に実施される見
込みとなったのである。
とはいえ、流動児童（その85.4% が農民工子女、08年末6）は上海市

のすべての区域で均等に分布しているわけではない。2000年以降の上海
市では、少子化に伴い、公立小中学校の在校生数が減少し続けている。流
動児童の在校生を含む、2008年の小中学校生徒数は101.6万人にすぎず、
2000年より33万人も減少した。そのうち、中心部である９区は28万人減、
近郊4区は微増、郊外6区県は６万人減という強い地域性が見られる。生
徒数の区域別構成比で見ると、そうした傾向がいっそう際立つ（表５）7。
高（2010）を基に整理した表６を見ると、2006年に、流動人口子女の

８割も主に上海市の中心９区と隣接する近郊および離れた郊外の学校に
通っていたことがわかる。雇用機会が多く、家賃等も比較的安い近郊と郊
外に農民工が集中しやすく、そして、出稼ぎの親についてきた学齢期の子
供も数多くいるからであろう。また同時に、従来戸籍住民を対象とする公
立学校の収容能力が急速な少子化で過剰となってしまったことも背景にあ
り（後に詳しく考察する）、入学するのに必要な条件の審査も中心部より
は通りやすいかもしれない。

	 表６：上海市における流動人口子女の就学状況（2006年）	 単位：万人、％

人数 構成比
公立学校 民工学校 合計 公立学校 民工学校 合計

中心部 6.08 0.95 7.03 15.8 2 .5 18.2 
近郊地域 9.21 9.03 18.24 23.9 23.4 47.3 
郊外地域 5.49 7.81 13.30 14.2 20.2 34.5 
合計 20.78 17.79 38.57 53.9 46.1 100.0 

出所：高（2010）の表2を基に筆者作成。
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図２：上海市流動児童の学年別人数 (2006年 )
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出所：課題組（2008）より作成。

３.	 教育資源の有効利用
上海市は中国の最も豊かな都市であり、そこにおける中高教育の基礎条

件は全国平均にはるかに優る。中学校と普通高校では、生徒1人当たりの
校舎面積は全国平均より６割広く、教員１人当たりの生徒数は全国平均の
７、８割に留まる。生徒１人当たりの予算に至っては、上海は全国平均の
４、５倍にも相当する（表７）。これは少子化が進行する一方、非戸籍人
口の入学が制限され続けた現行政策の帰結ともいうべきである。

	 表７：中高学校教育の基礎条件に関する上海と全国の比較	 単位：㎡、人、元

１人当たり校舎面積 教員１人当たり生徒数 生徒１人当たり予算
全国 上海 全国 上海 全国 上海

中学校 6.4 10.7 17.2 13.2 2156 11677
普通高校 14.5 23.1 18.1 15.1 4163 16320
職業高校 12.8 13.5 24.0 23.3 3839 13375

出所：課題組（2008）の表5より作成。
注：校舎面積と生徒数は2006年、予算は05年のデータである。

少子化で上海戸籍を持つ高卒以上の新規就業者だけでは、定年退職者の
補充すら難しくなったことは2000年代半ばから顕在し始めた。図１が示
すように、定年退職を迎える戸籍人口の総数は2000年頃からそれまでの
11万人から増え続け、2010年に30万人位に上った。これは同じ頃の新

の確保にも多くの資金が投じられた。ところが、2000年代に入ってから、
少子化の影響で公立学校の募集定員が充足せず、教育資源の浪費が際立つ
ようになった。そうした中、中央政府の政策転換もあり、中卒までの義務
教育を担う小中学校は流動人口の子供を受け入れると同時に、授業料の無
償化、戸籍住民の子供と同じような身分保障（生徒としての様々な権利、
たとえば、クラス委員の選出、成績優秀者への表彰など、いわゆる「一視
同仁」政策）も実行に移されるようになったのである。
ところが、中学校を卒業した流動人口の子供がその後どうすればよいか

については、今のところ、明確な方向性がなく、多くの外来人口およびそ
の子女は進路の選択に困惑している。現行の大学入試制度では、受験者は
自分の戸籍が登録されている省または自治区でしか入学試験を受けられな
い。上海市は全国統一の大学入試制度から離脱した1990年代末以来、独
自の教材を使用し、独自の入試も行っている。上海市には名門大学が密集
し募集定員も多いため、戸籍住民の大学進学は中西部地域に比べ格段に容
易だといわれている10。しかし、流動人口子女は上海市で教育を受け続け
ると、たとえまあまあの成績を修めていても、中西部の故郷では大学受験
が失敗する可能性も高い。結局、小学校あるいは中学校の低学年までは親
の働く上海市で教育を受けるものの、大学受験を考えている人の多くは次
第に故郷に戻り、故郷の中学校、高校で受験勉強を余儀なくされることに
なる。
図２は2006年に上海市に在学中の流動児童の学年別人数を表してい

る。学年が上がるにつれ、在籍者数が減っていく姿は明確に見て取れる。
小学校の高学年だと親の監護がなくても故郷で暮らせるということもあろ
う。出稼ぎ先の住宅事情などで親と一緒に暮らすことが難しくなった理由
で、高学年の子供は故郷に戻っていったのかもしれない。様々な理由が考
えられるが、ただ一ついえるのは、このような状況が子供にとって好まし
くないだけでなく、子供を預かる学校の教学に支障をきたすこともあろう
ということである（高2010）。



222

第

３

部

223農民工子女学校教育の政策と実態

第

３

部

る。予測の前提はすでに上海市の小中学校に在籍している生徒がそのまま
進級し、他の地域から転校してくる生徒が少ないとしている。また、中卒
後の進路は流動人口子女を対象としたアンケート調査に基づいて算出さ
れたものである11。こうしてみると、中学校を卒業し高校等への進学を必
要とする流動人口子女は、2008年に1.8万人しかない。2009年以降、流
動人口子女の総数が徐々に増え、2015年には8.2万人に達する見通しだ。
他方、2008年に上海戸籍を持つ中卒者数は8.4万人にすぎず、高校の収
容能力（普通高校10万人、職業高校7.5万人）を大きく下回る。高校の
収容能力と地元中卒者数のギャップが年々10万人もあるので、仮に中卒
の流動人口子女の全員を公立高校に進学させようとしても、物理的にまっ
たく問題がない。
課題組（2008）によれば、2007年に上海戸籍を持つ中卒者10.4万人

のうち、6.3万人は普通高校、4.3万人は職業高校に進学したが、いずれ
も上海市の収容能力を下回った。職業高校は他の省から1.4万人の生徒を
募集したものの、普通高校はそれができていない。大学受験に関する戸籍
制限が大きな理由だったという。
流動人口子女の高校教育に対するニーズの拡大、公立高校の収容能力の

過剰、少子高齢化による労働力不足、大学入試制度における戸籍本位の制
約を背景に、研究チームは高校教育の制度改革に関する興味深い提言を
行った。具体的には以下の諸点が挙げられている（課題組2008）。

	 表９：上海市における流動人口の高校進学についての予測	 単位：万人

上海戸籍をもたない流動人口の子供
公立高
校の収
容定員

上海戸籍
をもつ中
卒者の総
人数

公立高
校の生
徒収容
余力

在校生 転校生 卒業生
普通高
校への
進学者

職業高
校への
進学者

2008 1.7 0 .1 1 .8 1 .3 0 .5 

17.5 

8 .4 9 .1 
2009 2.3 0 .2 2 .5 1 .8 0 .7 7 .6 9 .9 
2010 3.6 0 .4 4 .0 2 .8 1 .2 7 .1 10.4 
2011 4.5 0 .8 5 .3 3 .7 1 .6 6 .8 10.7 
2012 4.7 0 .8 5 .5 3 .9 1 .6 6 .4 11.1 
2013 6.0 0 .7 6 .7 4 .7 2 .0 6 .2 11.3 
2014 6.2 0 .6 6 .8 4 .8 2 .0 6 .6 10.9 
2015 7.7 0 .5 8 .2 5 .7 2 .5 7 .0 10.5 

出所：課題組（2008）の表3、表4、表6より作成。

規高卒以上の戸籍人口の２、３倍にも相当する規模である。このままでは、
主に正規部門で働く地元労働者の絶対的不足がいよいよ深刻化することが
予想される。
こうした厳しい現実を認識した上海市政府は、専門家を集め少子化に起

因する労働力不足の対策について調査研究を委託した。流動人口の子供を
普通高校または職業高校に入学させれば、公立学校の教育資源が有効に利
用でき、また、卒業生の多くが上海市に残って就職すれば、大量の定年退
職者が補充され、労働力の不足問題も幾分か軽減できるだろうというのは
基本的な考えのようだ。
実際、非戸籍人口の上海滞在が長期化するにつれ、上海生まれの子供も

かなりの規模に上っている。表８のように、1998年に流動人口の出生数
は4万人を超えた。その後、一旦大きく減少したものの、近年増加傾向に
転じ、2009年には7.23万人になった。2009年の総出生者数16.46万人
のうち、流動人口の子は43.9% を占めた。この子達の相当部分は親の世
話を受けながら上海で暮らし、そして、就学年齢に達すと小学校、中学校
へと進学するのであろう。

	 表８：上海市における出生人口数の推移	 単位：万人、％

年次 戸籍人口 流動人口 合計 流動人口割合
1998 6.17 4 .08 10.25 39.8 
1999 6.56 4 .17 10.73 38.9 
2000 6.95 3 .57 10.52 33.9 
2001 5.76 2 .34 8 .10 28.9 
2002 6.20 2 .59 8 .79 29.5 
2003 5.73 2 .63 8 .36 31.5 
2004 8.09 2 .22 10.31 21.5 
2005 8.25 4 .17 12.42 33.6 
2006 8.12 5 .32 13.44 39.6 
2007 10.08 6 .58 16.66 39.5 
2008 9.67 6 .99 16.66 42.0 
2009 9.23 7 .23 16.46 43.9

1998-2008 90.81 51.89 142.70 36.4 

出所：戸籍人口は上海統計年鑑、流動人口は寥（2004）、高（2010）より作成。

表９は研究チームが行った流動人口子女の高校進学についての予測であ
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どちらかが発行後１年以上経った「臨時居住証」をもっていることが必須
の条件とされる。それに、両親および本人の戸籍証明、両親のいずれかの
在職証明12、住所証明の提出も義務付けられている。
臨時居住証とは「上海市居住証暫行規定（2004年10月1日施行）」に

基づいて導入されたものであり、就業等の目的で他地域から上海市に移入
してきた者は、身分証明証や住所の証明書類（賃貸契約等）、結婚・出産
関係の証明書類（18〜49歳の流動人口が対象）等を持って、役所に申請
し交付を受けなければならない。臨時居住証の有効期間は6ヵ月とされる
が、期限が来る前に、近くの街道または郷鎮の社区事務センターで所定の
手続きをすれば延長可能である（判子を捺してもらうだけ）。臨時居住証
は本人の申請で交付される。
大卒以上の学歴を有し、上海市で働き固定の住所も持つが、上海市の戸

籍を取得できないでいる人は、準上海戸籍の「居住証」を申請することが
できる。これは勤め先が代行して申請するものであり、有効期間は1年、
3年、5年と三種類がある。普通、居住証の所持者は、居住証を取得して
7年間経過すると、上海戸籍を申請し正真正銘の上海人になれる。ほかに、
上海戸籍を有する人の配偶者、子女および父母、上海の大学等で就学する
非上海戸籍の学生も「居住証」を取得できる。もちろん、学歴、技能、雇
用関係を証明する書類（雇用契約期間が半年以上）、在学証明、等など煩
雑な書類の提出が欠かせない。
こうした条件に照らして、以下のような人は学齢期の子供を出稼ぎ先の

公立学校に入学させることは困難になると考えられる。すなわち。①上海
市に来て半年経っていない人、②雇用契約または勤続期間が半年未満の人、
③臨時居住証を取得して１年未満の人、１人っ子政策に違反し２人以上の
子供を産んだ人、固定の住所を持っていない人、など。しかし実際には、
このような人は農民工の中にかなり存在している。そこで、入学の条件審
査が比較的緩い民工学校に農民工子女が進学し、そして、整理整頓され民
間学校として再出発したこれらの学校は流動人口子弟の学校教育を担うこ
とになったのである。

むすびIV

本章では、「両個為主」、「一視同仁」という流動児童教育政策の形成プ

①上海市で安定的に就業し固定の住所を持つ流動人口の子供に高校教育
の門戸を開放する。ただし、それは中1まで上海市で学び卒業した生
徒に限定する。上海市と同じ教材で勉強していなかった人は高校での
教育が難しいからである。

②最初の数年間に、学業などで優れた成績を収めた流動人口子女だけを
受け入れ、戸籍住民の子供と同じ政策を適用する。一般の子供は私立
高校への入学を認める。

③職業高校を流動人口子供に全面的に開放し、地元の子供と同じ条件で
受験させ、入学後も同じサービスを提供する。中でも、建設業・製造
業・農業など人気の低い専門を志願する流動人口子女に対して、授業
料の減免措置を講ずる。

④政府の主管部門は、短期間の職業訓練を受け、実用的な資格を取得し
たい流動人口子女に対し、授業料等を免除し、場合によって若干の手
当てを支給する形で職業教育の機会を積極的に提供する。

⑤校舎と教員にかかわる新たな投資が必要でないため、生徒数の増加
に伴う財政投入の増加は主として流動人口子女への補助金に由来する
が、その金額は限られ（１人当たり１年5000元と戸籍住民の高校生
の３分の１程度）、大きな財政負担にはならない。

課題組（2008）は所与の制度環境を踏まえながら、実行可能な政策提
言を行ったといえようが、今のところ、職業高校で非戸籍者から生徒を募
集している一部の専門を除くと、大きな進展が見られない。中学校を卒業
する流動人口子女の進路選択に厚い制度の壁が立ちふさがっているのであ
る。

４.	 民間学校の存在理由
上海市の公立学校に生徒の収容余力があるのに、どうして流動児童の４

割（15.4万人）も248の民間学校（元民工学校）に通わなければならな
いのか。理由は公立学校に入学する条件が厳しく、それらを満たせないで
いる農民工子女が大勢いるところにある。上海市教育委員会が2010年２
月に出したある通達から、農民工子女を主体とする流動児童の公立学校へ
の入学がいかに難しいかが窺える。
「上海市臨時居住証を所持する者の子女の入学管理強化について」とい
う通達では、流動児童が上海市の小中学校への入学を申請する際、両親の
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れるが，戸籍の転出入がないまま，地域間での移動を果たした意味で，「暫住人口」のことを流
動人口と呼ぶことも多い。人口センサスによれば，暫住人口の8割位は農業戸籍を有する農村出
身者であり，その9割近くが15歳以上の生産年齢人口等である。

3	 上海市に滞在する期間が半年未満の154万人を含むと，流動人口の総数は700万人近くに上る
（上海統計年鑑2010年）。また，人口センサス等によれば，流動人口のうち，約８割は農業戸籍
の出稼ぎ労働者（農民工）およびその家族である。

4	 上海市の流動人口を対象とした2009年の就業調査では，小中高学校の生徒でいる非戸籍者の約
６割が上海市の公立学校に通っている（厳2010a;2010b）。

5	 農民工子女を受け入れる各種民工学校はピークの2001年に519校を数えるが，市政府は中央の
政策転換を受けて，教学条件の劣るものを整理整頓し，閉校や合併に併せて財政投入を増やし
た（高2010）。なお，近郊と郊外の10区県に立地する民工学校は2003年10月に331校ある（寥
2004）。

6	 上海市教育委員会ホームページ（http://www.shmec.gov.cn/。2010年8月7日アクセス）による。
7	 高（2010）では，データの出所を『上海統計年鑑』（各年）としているが，同年鑑の電子版では

それが確認できない。おそらく，著者は教育委員会から非公開の統計資料を使ったと推測される。
8	 制度上，都市戸籍の男性が60歳，女性が50歳（幹部という身分なら55歳）を迎えると定年退職し，

年金生活者となるが，様々な理由で早期退職する人も多く，実際の平均退職年齢は2000年代後
半53歳にすぎない。

9	 上海統計年鑑によれば，戸籍人口の出生数は2004年に8.09万人，05年に8.25万人，06年に
8.12万人，07年に10.08万人，08年に9.67万人，09年に9.23万人となっている。04年の出
生数と03年戸籍人口統計の0歳人口数（4.58万人）とギャップがある。

10	 上海市では，2009年に中卒者はほぼ全員が高校に進学し，高卒者の６割以上も大学（3年生の
専科を含む）に進学している。大学への進学率は全国平均の倍以上である。

11	 回答者の75%が普通高校，25%が職業学校に進学するという（課題組2008）。
12	 会社等で働く人は法定の年金保険料を１年以上納めた記載のある在職証明を勤務先から，1年以

上働いた家政婦等は居民委員会または村民委員会から就業証明を発行してもらう。
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ロセスを考察し、同政策の基本内容や政策形成の時代背景を明らかにする
ことを主な課題とした。具体的には、まず農民工子女を主体とする流動児
童の学校教育に関する法規、制度を時系列的に整理し、流動児童教育政策
の転換プロセスを描き出した。次に全国12都市を対象とした既存研究の
成果を活用し、新政策施行下の全体状況を浮き彫りにした。最後に上海市
の事例研究を通して、流動児童教育の実態と当面の課題を具体的に分析し
た。以下は本章の簡単なまとめである。
1990年代後半以来の10年余りで、流動児童の学校教育政策は絶えず進

化してきた。それを大まかに整理すると、非正規民工子女学校の設営容認
→費用の自己負担を前提とする公立学校への入学許可→公立学校もしくは
政府公認の民間学校での無償化教育への全面的移行、という三つの段階が
見出される。
流動児童の教育政策が大転換した背景に、都市農村の二重社会構造を解

消し調和的社会を実現しようとする胡錦濤・温家宝政権の方針があり、農
民工等流動人口の主体が変化していることも重要であった。また、大都市
の少子高齢化で教育資源の過剰と有効利用は喫緊の課題として浮上し、正
規部門で働く労働力の不足を補う必要性も影響した。
農民工子女が実際に居住する地域の公立学校で無償化の教育を受けられ

るようになったことに対して、高い評価を与えることができる。しかし、
問題も多い。たとえば、公立学校には入れるものの、農民工子女だけの学
校やクラスが作られているケースが多い。地元の子供と一緒に編入されて
いる場合、農民工子女を避けようとする戸籍住民の意識が強い。農民工と
戸籍住民の心理的距離は遠いままである。
公立学校への入学条件が厳しく、教学条件が劣る民間学校を余儀なく選

択される農民工子女も多い。戸籍住民の子供と農民工子女の間に教育機会
の不平等が依然解消されていない。流動児童にとって中卒後の進路選択が
難しい。現存の大学入試制度が大きな壁となっているからだ。これらの問
題を根本的に解決するために、国民を二分している戸籍制度を改革し、長
年の農民差別をなくさなければならない。

註
1	 本節は厳（2010a;010b）の一部を大幅に加筆したものである。
2	 戸籍の登録地を離れ半年以上経過した人のことを指す。現住地では「暫住人口」として登記さ
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改革・開放に転じた直後の中国は、貯蓄と外貨の不足、いわゆる「二つ
のギャップ」に直面していた。文化大革命の混乱を終息させたばかりの中
国は、先進技術の導入により世界との遅れを取り戻そうとした。しかし、
のちに「洋躍進」と批判されるように、当時の中国は外貨不足から輸入プ
ラント設備のキャンセル問題を引き起こした。先進技術が体化されたプラ
ント設備の導入には、輸出による外貨獲得が前提となる。また国内貯蓄の
不足を補填する手段として、外国貯蓄（＝外資）の導入も図られた。しか
しそのためには、外貨の返済能力を証明する必要があり、ここでも輸出部
門の発展が不可欠とされた。

改革・開放期の中国では、このように輸出の重要性が強調されてき
た。輸出振興を目的として、まず外貨留保制度や対外貿易請負経営責任制
の導入、為替改革、外資政策などの一連の体制改革が実施された（大橋
2003）。また改革・開放期の幹部の「政績」（考課）基準として、所管部門・
地区の経済成長率とならび、外資導入や外貨獲得（輸出実績）が重視され
ることとなった。しかし体制改革に伴う効果が逓減していくことは、対外
経済分野においても例外ではない。対外貿易体制の改革が一巡した頃から
は、新たな輸出振興策が模索されることとなった。

しかし21世紀に入ると、中国の輸出拡大は世界各地で貿易摩擦を引き
起こすとともに、巨額の経常黒字と過剰流動性を生み出し、中国の経済運
営をきわめて困難なものとした。こうして2000年代半ば頃から、中国で
は輸出振興策の見直しが始まった。本稿は、改革・開放期に展開された輸
出振興策に関する初歩的な分析である。まず輸出振興策として、加工貿
易・輸出増値税還付制度を取り上げ 1、その暫定的な評価を下したうえで、
2000年代半ば以後の中国の対外経済政策の見直しについて考察する。

大橋英夫

輸出振興策の調整
　　―加工貿易・輸出増値税還付制度―

第10章
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加工貿易の発展Ⅰ

１.	 中国型加工貿易の誕生
一般に加工貿易とは、原材料や部品を輸入し、組立・加工の後に工業製

品として輸出する生産活動である。高度成長期の日本で呼ばれた加工貿易
とは、一次産品の原材料を輸入し工業製品の最終財として生産・輸出する
経済活動を意味した。しかし今日の中国でいうところの加工貿易は、保税
方式のもとで工業原料や中間財を輸入し、組立・加工の後に工業製品の最
終財として輸出する貿易形態を指す。

日本の加工貿易は、価値連鎖（情報収集—基礎研究—開発研究—部品製
造—製品組立—ブランド育成—市場開拓）が国内的に完結しており、保税
方式による工業原料や中間財の輸入はほとんどなされなかった。したがっ
て、これは今日の中国でいうところの一般貿易にほかならない。一方、中
国の加工貿易は価値連鎖が必ずしも国内的に完結しておらず、外資系企業
がこれを補完する構造となっている。

中国の加工貿易の特徴としては、次の点が指摘できよう。
第一に、中国の加工貿易は外資系企業が主な担い手である。来料加工の

輸出入の過半、進料加工の9割が外資系企業によって行われている（表1）2。
第二に、一次産品の輸入はほとんど行われず、工業製品を輸入して工業

製品を輸出する産業内貿易が中心である。とくにフラグメンテーションと
呼ばれる工程間分業に特徴づけられる東アジアの生産ネットワークでは、
中国はハブとして労働集約的な最終工程を担っている。そのため、中国と
東アジア周辺諸国・地域間の加工貿易は垂直的な産業内貿易の形態をとる
ことが多い。

第三に、加工貿易に伴う財貨、すなわち輸出生産に用いられる輸入中間
財や生産設備は基本的に免税・保税扱いされる。これは保税区や輸出加工
区以外の加工貿易にも適用されてきたために、輸出拠点の設置を目的とし
た外資を中国に向わせる主要な誘因となった。

第四に、加工貿易の地理的分布は不均衡であり、2009年には広東省だ
けで加工貿易輸出入の39.1％を占めている。香港では海外で発生した所
得やキャピタルゲインが非課税であるため、隣接した広東省での加工貿易
のメリットはきわめて大きいといえよう。

	 表１：中国の形態別貿易構造（2009年）	 単位：％

【輸出】 国有企業 外資企業 その他 合計
一般貿易 44.1 19.8 29.4 50.8 100.0
来料加工 7.8 29.0 55.3 15.7 100.0
進料加工 41.1 5.4 89.6 5.0 100.0
その他 7.0 38.0 27.0 35.0 100.0
合計 / 平均 100.0 15.9 55.9 28.2 100.0

【輸入】 国有企業 外資企業 その他 合計
一般貿易 53.1 42.7 34.3 23.0 100.0
来料加工 7.6 28.7 57.5 13.8 100.0
進料加工 24.5 3.4 92.2 4.4 100.0
その他 14.8 20.3 61.0 18.7 100.0
合計 / 平均 100.0 28.7 54.2 17.1 100.0

資料：『中国海関統計』2009年第12期より作成。

２.	「来料加工」から「進料加工」へ
中国の対外貿易の飛躍的な発展、なかでも輸出の拡大は外資系企業の

加工貿易によるところが大きい（図1）。この加工貿易の出発点として、
1979年3月に国務院が発布した「以進養出（輸入で輸出を養う）試行弁法」、
1979年9月の「対外加工組立・中小型補償貿易弁法」が指摘されること
が多い（たとえば、傅自應編2008：195、裴長洪編2009：232）。しかし、
1978年末の中共11期3中全会に先立つ1978年7月に国務院は「対外加
工組立業務展開試行弁法」を発布しており、すでに1978年8月には中国
紡織品輸出入公司広東省分公司とマカオ紡織品有限公司が加工貿易契約を
締結し、珠海に加工貿易企業の第一号が誕生している（尹忠明編2008：
145-146）。

対外開放直後の加工貿易では、まず来料加工が軌道に乗った。1980年
の来料加工輸出が加工貿易輸出全体に占める比率は79.6％にのぼり、加
工貿易といえば「三来一補」を意味した3。しかし1985年には進料加工
の伸び率が来料加工を上回るようになり、1989年には進料加工（輸出入）
が加工貿易全体の53.2％と過半を占めるにいたった（傅自應編2008：
182-183）。『中国海関統計』に「来料加工」と「進料加工」が初めて個
別に掲載された1992年には、進料加工の輸出入比率はすでに加工貿易輸
出の61.4％、同輸入の59.9％を占めていた 4。
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来料加工から進料加工への移行が進んだ理由としては、次の点が指摘で
きよう。

第一に、加工貿易の主体が法人格を有する外資系企業に移行した。
1980年後半には円高、NIEs 通貨高が進行し、労働集約的産業を中心に国
際的な産業調整が進められた。一方、中国も1986年10月の「外商投資奨
励規定」以後、外資の誘致を本格化させた。1988年には趙紫陽総理（当時）
が「沿海地区発展戦略」を打ち出し、「大進大出」（大いに輸入し大いに輸
出する）の方針のもとに、原材料と販売市場を国外に求める「両頭在外」
が提唱された。こうして沿海地区では、豊富な労働力を活かして、労働集
約的産業を中心とする加工貿易が奨励された。

第二に、来料加工などを通して生産技術・ノウハウを獲得・蓄積した加
工貿易企業は、より付加価値の高い進料加工に乗り出した。進料加工に従
事する企業は原料・中間財の選択の自主権を有することから、来料加工よ
りも利幅を拡大することができる。また進料加工は国内産業にも多くのビ
ジネス機会を提供できるために、より広範な産業連関効果を見込むことが

図１：中国の形態別輸出入の推移
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　　　　資料：『中国海関統計』各年第12期より作成。

可能となる。
第三に、中国の国内市場への販売を目的とした外資系企業としては、

100％輸出を義務づけられた来料加工よりも進料加工を選択することとな
る。

第四に、1988年に発布された「海関進料加工輸入貨物管理弁法」のよ
うに、通関手続きの規制緩和なども進料加工の拡大の支援材料となった。

第五に、来料加工では、地元政府の「支持」のもとに、企業所得税の納
付を回避するか、最小限の納付にとどめるケースが多い。一方、地元政府
は来料加工に伴う管理費や服務費を受け取ることになる。したがって、中
央政府としては、法人格を有し、企業所得税を納付する進料加工への移行
を誘導する政策措置を採ることになる（郭永興2008）。

加工貿易は香港に隣接する広東省の珠江デルタで発達し、当初は服装、
履物、玩具、鞄などの典型的な労働集約的製品が生産され、香港（オフィス）
と珠江デルタ（工場）の間では「前店後廠」と呼ばれる分業関係が形成さ
れた。また、いわゆる「広東型」や「珠江デルタ型」と呼ばれる委託加工
では、郷鎮村政府傘下の発展公司が外資側に工場を建設・賃貸し、名目上
の管理者を派遣し、工場は企業としての実態はないものの、生産業務は外
資側の駐在員が担当するという経営形態をとる。したがって、一見したと
ころでは、独資（100％外資）企業と明確な差異が認められないことが多い。

1992年の鄧小平氏の南方視察以後、加工貿易は飛躍的な発展を遂げた。
外資の対中投資が急増し、1993年以後、中国は発展途上国のなかでは最
大の直接投資受入国となり、1994年には外資系企業が加工貿易輸出の
56.1％と過半を占めるにいたった。加工貿易の内容も、機械、電機、化学、
輸送機械と高度化し、「機電」（機械・電機）類が加工貿易輸出に占める比
率も1993〜99年に15.1％から26.7％に上昇した。一方、同期間に「紡
織・鞋帽」（繊維・皮革）類の比率は35.2％から20.1％に低下した（傅
自應編2008：184-185）。1992年3月には上海外高橋保税区が開業し、
これに続いて大連など15の保税区が設立され、加工貿易の投資・経営環
境も大幅に改善された。

３.	 加工貿易の管理強化
中国が改革・開放に転じた直後から加工貿易は順調な発展を続けてきた

が、1990年代後半には二つの大きな試練に直面した。一つは、1997年7
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月のタイ通貨の暴落に端を発するアジア通貨危機である。これにより、中
国の対日本、韓国、ASEAN との加工貿易は大幅に減少し、加工貿易は暫
時低迷することとなった。もう一つは、中国全土で展開された密輸撲滅運
動であり、輸出生産の名目で輸入された中間財・生産設備の国内流用が主
要な標的とされた。もともと中国の対外貿易では、免税措置が講じられて
いる加工貿易の比率が高いために、中国の関税負担率（関税収入／輸入）
と名目関税率の乖離はきわめて大きい。しかし1990年代の後半には、販
売量が市場規模（国内生産＋輸入−輸出）を大幅に上回る商品が続出した。
そのため税関当局は、次のような措置を導入して、加工貿易の管理強化に
乗り出した5。

第一は、1995年に導入された加工貿易に関連する輸入原材料・部品の
銀行保証金台帳制度である。もともと加工貿易に用いる原料・部品に対す
る免税措置では、保証金の納付が義務づけられている。しかしそれでは加
工貿易企業の負担があまりにも重くなるために、保証金を納付するかわり
に、税関指定の中国銀行に輸入原料・部品の保証金台帳を設け、輸入金額
を記帳する方法がとられた。

第二は、加工貿易のために輸入した原料を2次、3次の高度加工のため
に、半製品や部品として他の工場・企業に移転させる「転廠」に対する管
理の強化である。「転廠」を行う企業は、その計画を税関当局に申告して
許可を受けることが必要となった。

第三に、加工貿易企業は違反行為、輸入代金回収率、諸手続きの申告漏
れなどに応じて4段階に分級管理されるようになった。そして優良企業に
対しては、上記の銀行保証金台帳制度のほか、通関手続きや外貨管理など
の面で優遇措置が講じられ、違反行為を犯した企業に対しては管理がさら
に強化されることとなった。

第四に、加工貿易で用いる輸入原料・部品にも、「禁止」、「制限」、「許可」
の三つの分類が導入された。

第五に、加工貿易の担い手である外資系企業に関しても、1995年に「外
国投資方向指導規定」や「外国投資産業指導目録」が発布されるなど、外
資の選別的誘致が始まった。

このほか、加工貿易原料・部品及び製品の国内販売を厳格に管理し、国
内関連産業を保護することを目的として、2000年から中国各地に輸出加
工区が設けられた。こうして加工貿易企業は「漫山放羊」式管理から「圍

羊」式集中管理のもとに置かれることになった（溥鈞文2008：133）。

４.	 加工貿易政策の調整
2003年10月の中共16期3中全会の「社会主義市場経済体制の整備に

関する決定」では、「継続的に加工貿易を発展させ、多国籍企業の技術水準、
付加価値の高い加工製造過程と研究開発機構の我が国への移転を促し、加
工貿易の高度化を図る」ことが強調された（『新華網』2003年10月21日）。
21世紀に入った頃から、加工貿易に対しては厳しい評価が下されるよう
になった。たとえば、中国人民銀行貨幣政策分析小組（2006：29-30）は、「加
工貿易の8割は外資系企業によるものであり、貿易黒字拡大の主因は加工
貿易である。また外資系企業は価格移転により加工貿易で大きな利益を得
ているが、中国は加工賃を手にするにすぎない。そして加工貿易は低技術・
低付加価値であり、ハイテク製品の80％は輸入に依存している」と厳し
い評価を下している。

加工貿易に対しては、すでに1999年に国家経済貿易委員会（当時）が
加工貿易禁止類・輸入制限類商品目録を発表している。ここでは、廃棄物
輸入による加工貿易の制限など、環境保護の観点からの問題提起がなされ
た。しかしこれが各級政府幹部の考課基準と結び付けられなかったことも
あり、必ずしも有効な措置にはならなかった。

2004年以後、商務部を中心に6度にわたり加工貿易禁止・制限目録が
発布された6。なかでも包括的な措置は、2006年11月の804品目に及ぶ
加工貿易禁止目録（「商務部、海関総署、国家環保総局公告2006年第82
号《加工貿易禁止類商品目録》」2006年11月１日）、及び2007月8月の
輸出制限1853品目からなる加工貿易制限目録（「商務部、海関総署公告
2007年第44号《加工貿易限制類商品目録》」2007年7月23日）である。

ここでも「両高一資」（高エネルギー消耗、高汚染と資源類）商品が重
点対象となり、各級政府は環境保護と省エネを幹部の考課基準に引き上げ、
この二つの任務を達成できない幹部の責任を問う姿勢が明らかにされた。
ちなみに、「両高一資」商品が加工貿易輸出に占める比率は、2000年5.9％、
2004年5.1％、2007年4.6％となっている（江小涓編2008：48-50）。

環境保護・省エネとならぶ加工貿易の見直し対象は、加工貿易の東部・
沿海地区から中西部・内陸地区への移転問題である。西部大開発に代表さ
れる内陸振興策とも関連する政策措置である。まず、2007年7月に東部・
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中西部地区の加工貿易に「差別」的な政策が導入された。東部地区の新設
外貿企業に関しては、制限類商品の加工貿易業務を認可せず、銀行台帳保
証金による管理を行う。一方、中西部の加工貿易企業は、この政策の適用
外とされた。次に、2007年10月に商務部と国家開発銀行が、中部地区の
9都市を加工貿易の重点地区に指定し、東部地区に集中した加工貿易を中
西部に段階的に移転させる方針を明らかにした。

こうして加工貿易禁止・制限品目の徹底化とならび、加工貿易から一般
貿易、加工貿易企業から外資系企業（現地法人化）、東部から中西部への
政策誘導が明らかにされた。

５.	 加工貿易の役割
加工貿易の伸び率は2003年にピークを迎え、その後は漸減傾向にある。

一方、2006年からは一般貿易の伸び率が加工貿易を上回っている。また
加工貿易の移転効果が徐々に現れ始め、中西部の加工貿易の伸び率が東部
地区を上回り始めた。加工貿易が転機を迎えつつあるなか、ここではその
暫定的な評価を下しておこう。

第一に、加工貿易は中国の工業化の牽引車としての役割を担ってきた。
計画経済期の「重厚長大」型工業化は、改革・開放期には軽工業・「機電」
中心の製造業に姿を変えたが、加工貿易はその原動力となった。加工貿易
は投資効率の高い労働集約的産業を中心に成長し、比較優位産業の輸出生
産に特化することにより、中国経済全体の生産性を改善し、経済成長にも
少なからぬ貢献をなしてきた 7。

第二に、加工貿易は中国の対外貿易を飛躍的に発展させた。改革・開放
に転じたばかりの中国は需給両面で隘路に直面していたわけであり、加工
貿易は中間財・生産設備の供給のみならず、販路開拓の手段として需要創
出にも多大な貢献をなした。

第三に、加工貿易の国内調達率と付加価値率は上昇基調にある（表2）。
改革・開放初期には、技術、人材、原材料の制約もあり、加工貿易に必要
な中間財・生産設備は国外から導入された。しかし改革・開放30年を経て、
国内企業の技術水準が上昇すると同時に、川下企業の対中投資に伴って外
資の部品メーカーの中国進出も増加し、加工貿易の国内調達能力はかなり
増強された。

第四に、加工貿易は多くの雇用機会を創出した。加工貿易は農村余剰労

働力に就業機会を提供し、国際競争に不可欠な熟練技能工や技術・管理人
材を育成し、国内の就業圧力を緩和した。2000〜05年の対外貿易の雇用
弾力性は、全国平均では0.14にとどまるが、加工貿易の担い手である外
資系企業は0.50にのぼる（蒋荷新2007）。また2007年の魏建国商務部
副部長（当時）の発言によると、加工貿易の直接雇用は3000〜4000万
人（＝第2次産業の約2割）、加工貿易関連産業の就業者は5000〜6000
万人にのぼる（『国際商報』2007年7月24日）。

第五に、加工貿易は後方連関効果を通して国内産業の高度化に寄与した。
加工貿易が創出した広範な川下産業（需要）の発展が投入財産業の形成を

	 表2：加工貿易の国内調達率と付加価値率の推移	 単位：％

国内調達率 付加価値率
加工貿易 来料加工 進料加工 加工貿易 来料加工 進料加工

1992 24.2 19.8 27.1 25.7 21.0 28.8 
1993 20.4 21.8 19.6 21.7 23.1 20.9 
1994 18.6 18.8 18.5 19.8 20.0 19.7 
1995 24.7 25.7 24.3 26.3 27.4 25.9 
1996 33.3 34.0 33.0 35.4 36.2 35.1 
1997 39.4 38.6 39.7 41.9 41.0 42.2 
1998 49.2 51.4 48.3 52.4 54.7 51.4 
1999 47.6 48.7 47.1 50.7 51.8 50.1 
2000 45.8 44.1 46.5 48.7 47.0 49.5 
2001 53.5 43.5 57.9 56.9 46.3 61.6 
2002 44.4 36.6 47.4 47.2 38.9 50.5 
2003 45.5 36.5 48.4 48.4 38.9 51.5 
2004 45.0 26.0 51.1 47.9 27.6 54.4 
2005 48.9 23.8 57.0 52.0 25.3 60.6 
2006 55.2 26.3 63.9 58.8 28.0 67.9 
2007 63.6 28.3 74.9 67.7 30.1 79.6 
2008 73.7 21.2 90.1 78.4 22.6 95.9 
2009 77.2 21.6 94.3 82.1 22.9 100.3 

注：国内調達率と付加価値率は張麗平（2003：57）による。
	 国内調達率＝ ( 加工貿易輸出入差額－加工企業利潤－加工企業非原材料コスト )/ 加工企業
　　　　　　　　輸入額 ×100
	 　ただし、加工企業利潤＝（加工貿易輸出額－加工貿易輸入額）×5％
	 　　　　　加工企業非原料コスト＝（加工貿易輸出額－加工貿易輸入額）×10％
	 付加価値率＝（加工貿易輸出額－加工貿易輸入額）／加工貿易輸入額 ×100
資料：『中国海関統計』各年第12期より作成。
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誘発した。たとえば、繊維産業では、外資の中国進出に伴い、顕著な「技
術進歩」がみられると同時に、国内には上流に紡績、中流に染色、整理、
下流にアパレルと、比較的整った価値連鎖が形成された。

このように加工貿易が、改革・開放期の中国経済において欠くことので
きない成長要因であったことは間違いない。しかし中国経済を取り巻く環
境が一変した今日においても、その役割がこれまでと同様に重要であるか
否かは議論の分かれるところであろう。加工貿易の見直しは不可避であり、
それを推進する立場からすれば、加工貿易はその一義的役割、あるいは歴
史的使命をすでに終えたということになるのかもしれない。

輸出増値税還付制度の推移II

１.	 輸出増値税還付制度の導入
GATT 協定第16条「補助金」の「附属書1注釈及び補足規定」では、「い

ずれかの輸出産品が、国内消費に向けられる同種の産品に課せられる関税
若しくは租税を免除されること又はそれらの関税若しくは租税が課せられ
たときにその額をこえない額だけ払いもどしを受けることは、補助金の交
付とみなさない」とされている（経済産業省2002）。この解釈に基づき、
世界各国において輸出のインセンティブとして税還付制度が活用されてい
る。

中国では、1957年の社会主義改造の完成まで、輸出関連税還付制度が
部分的に導入されていた8。改革・開放後の輸出関連税還付制度は、1983
年の財政部の「時計等17種産品の輸出還付（免）税と輸入課税に関する
通知」と1985年の国務院の「輸出産品の産品税・増値（付加価値）税の
課税・還付に関する規定」が出発点となっている。また1988年2月の国
務院の「対外貿易体制改革の加速化・深化の若干の問題に関する規定」で
は、1987年の対外貿易公司請負制の請負指標の一つとして還付税制度が
用いられた。

1988年の増値税の税率と輸出還付税率は、それぞれ石炭・農産品は5
〜7％と3％、工業製品は13％と10％、その他は17％と14％であった。
増値税の実施対象商品は全額還付、産品税の実施対象商品は部分還付とさ
れた。しかし根拠となる税制と対外貿易体制が改革過程にあったこと、両
者に関しても中央・地方関係がいまだに規範化されていなかったことから、

輸出関連税還付制度が本格的に実施されるようになったのは、1994年の
分税制に代表される税制改革後のことである。

1994年に国家税務総局は「輸出貨物退税管理弁法」を発布し、「増値税
暫定条例」と「消費税暫定条例」の規定に基づいて、輸出増値税還付制度
が導入された。対象商品・企業はこの二つの法規に基づいており、還付税
率は17％と13％及び小規模納税者に対する6％を含み、平均還付税率は
16.13％とされた。また1994年の分税制改革に基づき、税負担は中央財
政が担うことになった。

２.	 還付税率の調整（第１次）
増値税還付制度が効果的に機能したこともあり、中国の輸出は1994年

と1995年にそれぞれ前年比31.9％増と23.0％増の高い伸びをみせた。
ところが、輸出拡大に伴う増値税還付は中央財政の負担能力を超えるもの
となった（表3）。また徴税制度が未整備であったこと、管理水準が低く
税還付詐欺が横行したこともあり、輸出増値税還付制度はたちまち還付規
模の急増に対応できない状況に陥った。

1995年7月に国務院は輸出増値税還付税率を3.7ポイント引き下げて、
平均還付税率を12.9％とした9。具体的には、①石炭・農産物は3％、②
農業加工品と13％が適用されるその他貨物は10％、③17％が適用され
る貨物は14％となった。さらに1996年1月には、主に財政的な理由から、
上記の①〜③の還付税率を3％、6％、9％に引き下げ、平均還付税率は
8.29％となった。

ところが、1996年に輸出の伸び率が前年比1.5％増に急降下し、1997
年にはアジア通貨危機が勃発した。そして1998年の輸出の伸び率が同
0.5％増を記録すると、中国政府は1988〜1999年に合計8回の輸出増
値税還付税率の引き上げを実施した。1999年7月の還付税率引き上げで
は、①「機電」（四大類：機械設備、電気・電子、輸送機器、精密機械）
は17％、②服装は17％、③服装以外の繊維原料・製品、四大類「機電」
製品以外の「機電」製品で法定税率が17％でかつ現行の還付率が13％と
11％の貨物は15％、④法定税率が17％でかつ現行の還付率が9％のその
他貨物と、農産品以外の法定税率が13％でかつ現行の還付率が13％に達
していない貨物は13％、⑤農産品は5％となった。またこの間、1999年
1月には、ＷＴＯ加盟への対応措置として、輸出増値税還付制度を内外企
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業に対して統一的に実施することが確認された。一連の調整措置を経て、
平均還付税率は15.11％に達した。

３.	 還付税率の調整（第2次）
2001年末の中国の WTO 加盟とその後の景気拡大過程において輸出は

急伸し、税還付の増大に直面した財政当局は還付税率の再調整を迫られる
こととなった（図2）。2003年10月に財政部・国家税務総局は「輸出還

	 表3：中国の税収、増値税収入、輸出増値税還付額の推移	 単位：億元、％

（1）税収 （2）増値税 （3）還付額 （2）/（1） （3）/（2）
1985 1345 148 18 11.0 12.2 
1986 1398 232 43 16.6 18.5 
1987 1476 254 77 17.2 30.3 
1988 1714 384 115 22.4 29.9 
1989 2027 431 153 21.3 35.5 
1990 2106 400 186 19.0 46.5 
1991 2259 406 255 18.0 62.8 
1992 2576 706 266 27.4 37.7 
1993 3577 1081 300 30.2 27.8 
1994 4418 2308 450 52.2 19.5 
1995 5160 2602 550 50.4 21.1 
1996 5941 2963 828 49.9 27.9 
1997 8234 3283 555 39.9 16.9 
1998 9263 3628 436 39.2 12.0 
1999 10683 3882 627 36.3 16.2 
2000 12582 4553 1050 36.2 23.1 
2001 15301 5357 1080 35.0 20.2 
2002 17636 6178 1150 35.0 18.6 
2003 20017 7237 1989 36.2 27.5 
2004 24166 9018 3484 37.3 38.6 
2005 28779 10792 4049 37.5 37.5 
2006 34810 12785 4877 36.7 38.1 
2007 45622 15470 5635 33.9 36.4 
2008 54224 17997 5866 33.2 32.6 
2009 59522 18481 6487 31.0 35.1 

注：輸出増値税還付額は税収項目にマイナス表示される。
資料：『中国統計年鑑』、『中国財政年鑑』各年版より作成。

付税率の調整に関する通知」を発し、還付税率を17％、13％、11％、8％、
5％の5段階に引き下げることを通知した10。基本方針として、①ハイテ
ク製品などの輸出奨励品目の還付率は据え置きか小幅の引き下げ、②一般
輸出品目は適度な引き下げ、③国家の輸出制限品目と一部資源は大幅引
き下げか還付取消しとされた。この結果、平均還付税率は15.11％から
12.16％に低下した。

2000年代半ばになると、輸出増値税還付率の引き下げは、財政負担の
観点のみならず、輸出拡大と人民元引き上げ圧力に対応するために、輸出
に対するディスインセンティブとして位置づけられるようになった。

図2：輸出増値税還付申請額、実行額、実行率の推移
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　　　　注：還付実行率＝還付達成額 / 還付実行額 ×100
　　　　資料：樊瑛（2008：74）より作成。

2006年9月15日に実施された一部輸出商品の輸出増値税の還付率調整
は、①資源関連255品品目の還付取り消し、②鋼材、紡織品、軽工業品な
どの貿易摩擦の対象となっている1130品目の還付率引き下げ、③ IT、バ
イオなどのハイテク製品や輸出奨励191品目の還付率引き上げからなり、
中国の輸出振興策からの転換を象徴する措置となった（「財政部、発展改
革委、商務部、海関総署、国家税務総局関於 整部分商品出口退税率和増
補加工貿易禁止類商品目録的通知」2006年9月14日）。
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2007年7月1日には、通関対象商品全体の37％に相当する2831品目
を対象に輸出増値税の還付率調整が実施され、①生産に大量のエネルギー
を使用する商品、環境汚染商品、資源性商品553品目の還付取り消し、②
貿易摩擦を引き起こしやすい商品2268品目の還付率引き下げ、③芸術・
装飾品など10品目の還付から輸出税の免税への切り替えが行われた（「財
政部、国家税務総局関於調整部分商品出口退税率的通知」2007年6月19
日）。

４.	 輸出増値税還付制度の役割
1994年の税制改革後、輸出増値税還付制度は還付税率の引き上げを通

して中国の輸出振興に寄与した（図3）。なかでも、国内付加価値率の高
い一般貿易に対して、還付税率の調整は大きな影響を及ぼしうる。輸出増
値税還付制度が転機を迎えているなか、ここではその暫定的な評価を下し
ておこう。

第一に、長期的にみれば、輸出増値税還付税率の調整は国家の産業政策
に基づく産業構造の高度化に寄与しうる。しかし1994年以後の還付税率
の推移をみていると、とても長期的な観点から還付税率の調整がなされて
いるとは判断し難い。

第二に、より短期的にみれば、還付税率の調整は輸出に大きな影響を及
ぼしうる政策手段である。その調整は輸出コストに直接反映されるため、
輸出産業にはとりわけ重大な影響を及ぼす。ただし、還付税率の調整の結
果として、輸出が特定品目に集中し、熾烈な輸出競争を招来し、一部の輸
出産業が低価格・悪性競争のスパイラルに巻き込まれる可能性は排除でき
ない。

第三に、還付税率の調整が輸出関連企業に及ぼす影響は千差万別である。
還付税率が引き下げられても、生産企業は生産、流通、輸出段階の合理化
により、ある程度その影響を吸収することができる。しかし流通企業の場
合は、その影響はきわめて甚大である。また生産規模が大きく、資金力や
ブランド力を有する大企業への影響は相対的に小さいものの、中小企業へ
の影響はやはり重大であり、操業停止に相当する衝撃を被る場合もありう
る。

第四に、還付税率の調整は輸出振興にとどまらず、輸出抑制でも有力な
政策手段になりうる。2000年代半ば以後の還付税率の調整では、人民元

の切り上げ以外での輸出抑制という目的が明確にされていた。少なくとも
還付税率の調整は、ある程度まで、米国などからの圧力やホットマネーの
投機活動を間接的に回避する効果をもつといえよう。

第五に、輸出増値税還付制度の有効性は財政負担能力とトレード・オフ
の関係にある。一般に徴税制度の整った先進国では直接税の比率が高く、
それが不備な発展途上国は間接税に依存せざるをえない。したがって、税
収の直間比率からいえば、中国財政に及ぼす増値税還付の影響はやはりき
わめて大きい。しかも中国の輸出に占める外資系企業の比率を考慮に入れ
ると、輸出増値税還付制度の実質的な受益者は外資系企業であり、その負
担を中国の財政が担うというやや変則的な制度となっている。

世界各国の事例をみるまでもなく、輸出増値税還付制度は代表的な輸出
振興策の一つであり、その効果もかなり明示的である。しかしこの制度を
前提に輸出産業を発展させるとなると、制度の縮小・撤廃局面において輸
出産業は深刻な影響を被ることになる。しかも財政情勢がその成否を握っ
ており、一種の「劇薬」的要素をあわせもつ政策といえよう。

図3：輸出伸び率と増値税還付率の推移
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資料：樊瑛（2008：74）、『中国海関統計』各年第12期より作成。
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対外経済政策の調整III

改革・開放期を通して実施されてきた輸出振興策は、すでに21世紀を
迎える頃には、内外経済情勢の変化を反映して転機を迎えていた。加工貿
易・輸出増値税還付制度の位置づけの変化を通して、ここでは輸出振興を
中心とする対外経済政策の転換を促した要因について考察してみたい。

１.	「二つのギャップ」の解消
中国経済は輸出振興策の根拠となってきた「二つのギャップ」を基本的

に克服した。外資誘致のための積極的な投資環境の改善努力が続けられる
なか、国際的な為替・産業調整が起こり、外資の中国進出が本格化した。
その誘因の一つとして、保税方式の加工貿易が軌道に乗り、多国籍企業の
輸出拠点の中国移転が大規模に進行した。「世界の工場」となった中国か
らの輸出は飛躍的に拡大し、巨額の経常黒字が恒常化した。結果として、
中国の貯蓄・投資バランスは大幅な貯蓄超過となり、2010年末現在、中
国の外貨準備高は2兆8473億ドルに達している（図4）。しかしながら、
対外経済政策の基本的な枠組は、1980〜90年代当時の「不足の経済」を
反映したものであった。

２.	「和諧社会」の構築
経済情勢の変化に伴い、中国社会の発展目標も大きな変化を迎えた。今

日の中国はすでに一定の経済発展を実現し、「和諧（調和）社会」の建設
が掲げられている。またその実現のために、第11次5ヵ年規画以来、「経
済発展方式の転換」が提起されており、「粗放」型成長から「集約」型成
長へ、輸出・投資主導型成長から内需・消費主導型成長への転換が強調さ
れている。
「和諧社会」では、人間・環境面を含む社会発展が重視される。たとえば、

「無制限の労働供給」に依存した労働集約的輸出産業の発展がもはや困難
となっているなか、中国では労働環境の改善を目的とした最低賃金制や労
働契約法が導入された。資源・エネルギーや環境問題も重視されており、「両
高一資」商品などへの対応にみられるように、厳しい資源・エネルギー需
給バランスと環境の劣化や汚染の拡散が国民経済の脅威となりうることを
深刻に認識した産業政策が採られるようになった。

さらに「和諧社会」では、平等な社会の実現が同時に追求される。すで
に企業レベルでは、平等な競争条件の整備を目指して、外資に対する「超
国民待遇」が是正された。また地域間格差の是正を目的とした中西部振興
策では、加工貿易の東部地区からの移転や外資導入が重要な施策とされて
いる。これは改革・開放期を通して、輸出・外資比率が高く、国有部門・
政府介入が小さな東部地区が逸早く経済的離陸を実現したという経験に基
づいている。従来の輸出増値税還付制度でも、中西部の輸出が東部地区の
対外貿易公司を通して行われてきたために、税還付が東部の「輸出大省」
に集中してきた。地域間格差の是正という観点からも、輸出増値税還付制
度の見直しが必要とされているのである。

３.	 国民経済への寄与
より具体的には、国民経済への寄与という観点からも、これまでの輸出

振興策を中心とする対外経済政策の見直しが求められている。従来の輸出
産業の国民経済に対する最大の寄与は、やはり雇用機会の創出である。し
かしながら、沿海地区の労働力不足（「民工荒」）や大卒未就業者が累積さ
れている現状を考慮に入れると、労働集約的な輸出産業に求められてきた
雇用機会の創出という役割は、すでに終焉を迎えたものと考えられる。む

図4：中国の貯蓄・投資バランスと外貨準備高の推移
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しろ現在では、労働力需給のミスマッチを是正するような雇用機会の創出
が求められている。

また今日の中国経済が輸出産業に期待するのは、輸出、生産、投資、雇
用、税収など、量的に把握しうる分野にとどまらず、技術やノウハウの移
転など、量的には把握し難い無形の貢献である。しかしながら、100％輸
出に従事する加工貿易企業が進出先の地元経済と有機的な産業連関を形成
せず「飛び地」を形成し続けているケース、またスピルオーバー効果が限
定的なケースなど、厳しい評価が下されている事例はいまなお少なくない。

ハイテク製品を取り扱う加工貿易では、外資系企業が主導的役割を果た
しており、技術移転は多国籍企業の内部移転が中心である。また多国籍企
業が中国に持ち込む技術設備を国内企業の技術力に転化させることも、き
わめて困難である。グローバル化は生産要素の自由な動きを促すが、技術
はその例外であるのかもしれない。知的財産権の保護が強化されればされ
るほど、中国企業による技術の入手可能性は限定される。たとえば、中国
が世界の生産と輸出の大半を占める IT 製品に関していえば、川上の製品
設計、特殊材料の開発、キーパーツの製造、製品販売は基本的に外資側に
依存している。部品・パーツも多国籍企業内部で調達されるために、中国
企業が調達過程に関与することさえ、ほとんど不可能となっている。

４.	 高付加価値化の追求
経済情勢の変化は、中国経済を高付加価値志向に誘導しつつある。上述

したように、投入財・中間財産業の成長に伴い、中国の加工貿易が生み出
す付加価値は着実に拡大している。しかし、投入財・中間財産業の主な担
い手となっているのは、おそらくは外資系原料・部品メーカーである。し
たがって、中国の最終財メーカーの「国内調達」先も、中国に進出した外
資系原料・部品メーカーが中心である。その結果、一般貿易と比べると、
加工貿易がもたらす国内付加価値はきわめて低い（表4）。

産業・製品別にみても、典型的な加工貿易製品であるエレクトロニクス・
IT 製品の国内付加価値は2003年に15％にすぎない（Branstetter and 
Lardy 2006: 38）。またパソコンの国内付加価値は2002年に3.9％、加
工貿易以外を含めても、その国内付加価値は4.6％にとどまる（Koopman 
et al. 2008: 25）。米国市場において小売価格299ドルで販売されている
アップル社の iPod の場合、中国の生産者に帰属する付加価値は最大に見

積もっても4ドル程度である（Linden et al. 2009: 143）。また同じく米
国市場において中国からの輸出額の4倍の小売価格で販売されているアパ
レル製品に関しても、中国で発生する付加価値は労賃などを中心として、
せいぜい小売価格の2％弱にすぎない（Oxfam 2004: 14）。

ここから、今日の中国では過度な外資依存から脱却した「自主創新」が
求められている。しかし中国経済がさらなる高付加価値化を追求するため
には、「自主創新」は工学的な技術革新にとどまらず、企業経営や価値連
鎖の整備にいたるまで、より広範な意味で捉えていく必要があろう。

	 表4：中国の輸出に占める国内外付加価値率	 単位：％

一般貿易 加工貿易
1997 2002 2006 1997 2002 2006

国外付加価値 5.3 10.8 11.3 81.9 74.3 81.9
国内付加価値 94.7 89.2 88.7 18.1 25.7 18.1

注：2006年は2002年産業連関表に基づく推計。
資料：Koopman et al.（2008: 24）。

５.	 貿易摩擦への対応
中国にとってより喫緊の課題は貿易摩擦への対応である。中国の輸出拡

大は、東アジア周辺諸国・地域から中国の輸出生産拠点に持ち込まれた中
間財を、中国の豊富な労働力を用いて組立・加工し、最終財として中国か
ら欧米市場に輸出する「三角貿易」によるものである。換言すれば、中国
の貿易黒字は中国に輸出拠点を有する外資系企業や加工貿易が生み出した
貿易黒字である。しかし今日の原産地規則に基づけば、いずれも中国の輸
出がもたらした貿易黒字にほかならない。

WTO 成立後（1995〜2009年）、世界のアンチダンピング調査発動件
数は3675件にのぼる。うち中国製品を対象とするケースは761件、つま
り5件に1件は中国製品が標的となっている（WTO 2010）。しかも中国
製品を標的にしている提訴国は、欧米諸国に限らず、競合産業を有するイ
ンド、アルゼンチン、ブラジルなど、多くの発展途上国が含まれる。中国
の対外依存度の上昇は、中国経済に多大な機会を提供してきたとはいえ、
同時にそれは海外市場や外資に対する過剰な依存にも繋がっており、むし
ろ対外的脆弱性を潜在的に内包しているともいえる。
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おわりにIV

2010年10月に採択された第12次5ヵ年規画（2011〜15年）の提案で
は、冒頭に「経済発展方式の転換」と内需拡大が掲げられた。もっとも、
このような問題意識は第11次5ヵ年規画でも明確に提示されていた。し
かしリーマン・ショックに端を発する世界的な景気後退のなか、中国でも
4兆元の景気刺激策が打ち出されるなど、いわば非常時シフトが採られた
ために、構造改革は暫時棚上げにされていた。

対外経済政策も同様であり、2000年代半ば以降に打ち出された一連の
輸出抑制的な対外経済政策は、リーマン・ショックにより実施が暫時棚上
げにされた。もっともリーマン・ショック直後の経済政策をみる限り、景
気回復や輸出産業を支援するために、むしろ在来型の輸出振興策が復活し
たといってよい（大橋2010）。しかし中国経済がリーマン・ショックの影
響を克服し始めた2010年春頃から、中国の対外経済政策は2000年代半
ばの輸出抑制的な政策にほぼ回帰しつつある。

このような動きは、商務部研究院の『后危機時代中国外貿発展戦略研究』
（『国際商報』2010年4月21日）や外資政策の再変更（「国務院関於進一
歩做好利用外資工作的若干意見国発［2010］9号」2010年4月6日）な
どにみてとれる。第12次5ヵ年規画（2011〜15年）の提案を持ち出す
までもなく、中国が内需主導型成長を志向していることは明らかである。
1980〜1990年代に形成された輸出振興策を中心とする対外経済政策の
見直しはいまや不可避であり、内需拡大を前提とした新たな対外経済政策
が模索されつつある。

註
1	 加工貿易制度を輸出振興策として取り上げることに若干の違和感があるかもしれないが、本論文

では2000年代半ばに輸出抑制の主たる見直し対象となった政策を輸出振興策とみなしている。
2	 中国の加工貿易は「来料加工」と「進料加工」に大別できる。「来料加工」は、外国企業が原料、部品、

パーツ、包装材料を提供し、必要な場合には設備も提供し、加工企業は外国企業の要求に応じ
て加工・組立を行い、完成品を外国企業に手渡し、加工賃を受け取る業務である。また外国企
業が提供した設備を加工企業が加工賃で償還する形態をとることもある。加工企業は輸入支払
いをせず、加工業務に対して加工賃を受け取るのみであり、部材と完成品の所有権、ビジネス・
リスクは外国企業に属することになる。一方、「進料加工」は、国内の対外貿易経営権を有する
企業が原料、部品、パーツ、包装材料を輸入し、加工・組立により完成品を再度輸出する業務
である。加工企業は輸入支払いを行い、完成品の販売に責任を負い、貨物の所有権とビジネス・

リスクは加工企業が負うことになる（溥鈞文2008：131-132）。
3	 「来料加工」、「来様加工」（サンプル加工）、「来件装配」（KD：ノックダウン生産）、「補償貿易」

の三つの「来」と一つの「補」を指す。ただし、外国から材料を持ち込む加工貿易を「来料加工」
と総称することも多い。

4	 1992年に『中国海関統計』の商品分類が再分類されるまで、委託加工関連品は SITC932として
分類されていた。

5	 詳しくは、大橋（2003：195-200）を参照。
6	 2003年以後の輸出入関連政策は、「中国貿易促進網」に「貿易政策」として公表されている（http://

www.tdb.org.cn/index.do）。
7	 経済成長に対する寄与はプラスではあるが、その押し上げ効果は限定的というのが一般的な評

価であろう（郭建宏2006：165-184、沈玉良他2007：86-113）。
8	 本節の制度的な変遷に関しては、特に注記しない限り、張斌（2008）による。
9	 1990年代の輸出増値税還付率の変遷については樊瑛（2008：76）を参照。
10	 注6に同じ。
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1970年代末の改革開放政策開始以降、中国の農業政策が目標としてき
たのは「農業構造調整」を進めることであった。すなわち、旧来の人民公
社体制下の穀物偏重の政策を転換してそれ以外の農畜水産物の生産を拡大
することにあった。

しかし、中国の農業政策の変遷過程を振り返り、また評価する場合には、
次の2点を考慮する必要がある。

第一は、1978年から今日に至る30年間あまりの間に中国の直面する農
業問題が大きく変わったという点である。池上（2008）は、1990年代に
速水佑次郎の言う食糧問題を解消し、農業調整問題に直面するようになっ
たとしている。つまり、工業化・都市化の推進に必要な賃金財である食用
農産物の生産を増やすという食糧不足問題を解決する過程で、工業化を阻
害しないよう農産物価格を低く抑える農業搾取政策を実施する段階から、
食料が供給過剰になり農業部門における労働が相対的に過剰となり、労働
を他の産業部門に移動させる農業調整が必要になるにもかかわらず、農業
所得を人為的に維持・向上させ、非農業部門への生産要素の移動を抑制す
る農業保護政策がとられる段階に移行したというのである。

第二に中国政府は食糧作物の生産政策を重視し、国内自給を目指す食糧
自給戦略を一貫してとってきたという点である1。中国政府は、今後も飼
料消費需要が伸びることで国民一人当たり消費量が2020年には395kg に
増えると予測し、2020年までに食糧作物の生産能力を2009年の5億トン
から5億4,500万トンに増強して食糧自給率を95％に維持することを目
標として掲げている 2。こうした食糧自給戦略の根底にあるのは、工業化・
都市化に伴い食糧を増産する機会費用が高まっているにもかかわらず、国
際市場で不足分を調達するリスクが高いため国内生産がベターな選択であ

菅沼圭輔
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二つの段階の農業関連制度の比較を行い、現在の農業政策と関連制度の特
徴を明らかにする。

最初の時期は1980年代の食糧問題を解消する時期の農業搾取政策の段
階である。続いて1990年から2003年までが、食糧問題が解消され、農
業調整問題に直面するようになる政策移行期である。そして、2004年以
降の農業保護政策の段階である。

表1には1980年代の農業搾取政策の段階と今日の農業保護政策段階の
基本制度について、七つの分野に分類して示した。

まず、農地に関する制度について見よう。1980年代の農村改革では、
従来の生産隊を単位とする集団農業が解体されて家族農業経営が復活し、
生産隊は村の集団経済組織として農地の集団所有の単位となった。多くの
地域では世帯員数に応じて各世帯に耕地の請負経営権を平等に分配し、村

表1：主要農業政策の時期別対照表

農業搾取政策段階の制度
（1980年代）

農業保護政策段階の制度
（2004年以降）

農地資源保護制度 基本農地の保護・転用の許可制

農地所有と利用権
市場

農家請負制（請負期間15年間） 農家請負制（請負期間30年間）

（村内での割り替えルール） 請負経営権の物権化と利用権の流動
化促進

農業経営主体に関
する制度

・村集団所有と二層経営体制 ・村集団所有と二層経営体制

村集団の統一的支援（統一経営） 村集団の統一的支援（統一経営）と
域外との連携

家族農業経営（分散経営） 家族農業経営（分散経営）

農業生産支援と組
織化に関わる制度

県・郷・鎮農業技術普及制度 県・郷・鎮農業技術普及制度
農民専業合作経済組織

（農民専業合作社）の育成
「竜頭企業」育成制度

農産物流通に関す
る制度

食糧などの商品取引所制度
卸売市場制度

農産物需給調整に
関する制度

食糧の「統一買付・統一配給」制
度

食糧需給管理の「省長責任制」
食糧備蓄および備蓄食糧の運用制度
最低支持価格買付制度

農業財政補助制度

「農業総合開発」事業などインフラ
事業

「農業総合開発」事業などインフラ
事業

食糧作物などの主要農産物の流通
コスト価格補助

食糧・油糧種子を対象とした農家へ
の直接補助制度

資料：筆者作成。

るという認識である。
つまり、中国政府は、国際農産物市場がいわゆる「薄い市場（thin 

market）」という特徴を有しており、そこへの依存度が高まることは経済
的・政治的にリスクが大きいと判断しているのである。しかし、工業化・
都市化に伴い穀物のような土地利用型農業の機会費用が高まれば、労働な
どの資源を畜産業などの集約的農業や他の産業分野に移動させる「農業構
造調整」が必要になるはずである。そこで、「農業構造調整」と食糧増産
による国内自給をいかに政策的に調和させて実現しているかを評価するこ
とが必要になる。

以下、本章では、まず農業保護政策の段階にある今日の農業政策と関連
制度を食糧問題解消が課題であった1980年代と比較して、政策転換の特
徴を明らかにする。

続いて、1970年代末以降の食糧問題を解決し農業調整問題に直面する
今日までの「農業構造調整」政策推進のプロセスを追跡し、その過程で生
じた政策の変化をを明らかにする。

最後に「農業構造調整」政策の成果について、食糧作物以外の生産拡大
の成果、食糧増産を目的とする農業保護政策の効果と限界という点から検
討し、今後の課題を提起する。

農業政策の基本的枠組みと関連制度の転換Ⅰ

改革開放政策が始まった1978年以降、中国の農業制度は食糧作物を中
心として生産から消費地での販売までの一連の過程を国家計画により統制
する体制から、農地を含む生産要素市場の整備を基礎とし、市場取引を主
体とした農産物の生産・流通システムを構築する方向へ変化してきた。本
章ではこの制度変化の前と変化後を比較し、現在の農業政策と関連制度の
特徴を明らかにする。

１.	 農業搾取段階の農業基本制度
池上（2008）は食糧問題が解消されていなかった1980年代には農業搾

取政策がとられ、農業調整問題が課題となった1990年代以降には農業保
護政策が採用されるようになったと指摘している。本章では、これにならっ
て1978年以降の農業政策の変遷過程を次の三つに区分し、中国における



256

第

４

部

257「農業構造調整」政策と食糧自給戦略

第

４

部

２.	 農業保護段階の基本制度
1990年代に入るとこうした制度も変化し始め、2004年から農業保護政

策が本格的にスタートすることになった。変化のきっかけとなったのは、
1993年に中国共産党が「社会主義市場経済体制」を確立して、政府のマ
クロコントロールの下で市場が資源配分の基幹的役割を果たすよう、制度
改革を進める方針を決定したことである。

工業化・都市化が進む中で農地制度に関しては1994年10月に「基本農
地保護条例」が施行され農地資源を保護する制度が整備された。そして、
中央政府段階から県政府段階までの行政段階ごとに、食糧作物や綿花・油
糧種子の生産圃場や土地・灌漑条件の良い耕地、都市周辺の野菜産地など
を「基本農地」に指定して保護することが定められた。1999年になると、
同条例は、各地の耕地面積の80% 以上を指定することなどを盛り込んで、
農地資源をより強固に保護するものに改正された。

1980年代に確立された農地の請負経営権の分配制度については、農家
の農業経営を安定させること、それを大前提として生産要素として貸借な
ど権利移動ができる仕組みを整備する方向で制度改革が行われた。まず、
農地の請負経営権の期限が当初の15年間を経過した地域から順次30年間
延長すること、それまで続いてきた人口変動による頻繁な「調整」を禁止
する方向が示された 6。この点を盛り込んで2003年3月に「農村土地請負
法」が施行された。他方で、2005年3月には「農村土地承包経営権流転
管理弁法」が施行され、農家が農地の請負経営権あるいは請負経営権を動
かさず利用権のみを第三者に貸し付けるための原則と手続きが定められ、
農地を生産要素として取引するための法整備がなされた。

また、1980年代にできた二層経営体制については、前出の「都市・農
村の調和のとれた発展力を増大させ、さらに農業・農村の発展の基礎を打
ち固めることに関する若干の意見」（2010年一号文書）の中で、農業生産
と流通の面で農家の組織化を推進するために、村集団は自らが農家に支援
を行うだけでなく、農家間の多様な連携や協同関係を発展させることを助
ける機能を果たすべきであることが提起された。村が支援すべき組織化の
一つが農民専業合作社と呼ばれる専門協同組合の設立である。2007年施
行の「農民専業合作社法」によれば、合作社は家族農業経営や関連事業を
行う企業などを構成員として結成され生産資材購買、農産物の販売・加工・
輸送・貯蔵さらに農業関連の技術・情報サービスを行う相互扶助を主旨と

は技術普及、農業機械作業、灌漑水利作業などを統一的に行う機能を有す
るのみになった 3。

この体制は農家の個別経営（「分散経営」）と村の統一的支援（「統一経営」）
からなる二層経営体制（「双層経営体制」）と呼ばれる。

耕地の請負経営権は、物権としての農地利用権ではなく、政府から村に
割り当てられた義務の履行を農家に請け負わせ、それに必要な支援を受け
ることを契約した債権であった。耕地の請負契約書には、農家が負う義務
として政府が統制する食糧作物などの売り渡し義務を完成することや農業
税や村の公課の納入義務が記載されていた 4。

請負経営権は80年代当時、15年間と期限を定められていたが、実際に
は、村民の一人当たり分配耕地面積の平等性を確保するために、人口の減っ
た世帯から人数分の耕地を回収し、増加した世帯に増加分の耕地の請負経
営権を追加分配する「調整」が頻繁に行われていた。この「調整」による
農地の権利移動は効率的な経営規模の農家を育成することを目的としたも
のではなかった。当時は穀物の商品化率が低かったため、請負経営権の「調
整」は、村民に等しく自家消費用穀物を含めた安定した収入源を確保させ
るための意味があったのである 5。

農家が村から受ける栽培技術の指導は、県政府段階の農業関連部署とそ
の下の郷・鎮政府段階に設置されている農業技術普及ステーションの指導
員を通じて行われる仕組みになっている。また農産物の販売は同じく県政
府段階にある国営の食糧流通加工企業が郷・鎮政府段階に設置した食糧買
付ステーションを通じて行われる。その価格は政府が決定し、各地、各村
に割り当てられた計画数量を達成するまでは、市場での販売は認められな
い仕組みになっていた。

また、農業インフラの整備の面では、1988年からは財政部の「農業総
合開発」事業が開始され、今日にいたっている。2007年までに3,193.4
億元が投入され、灌漑・排水などの土地改良事業が進められてきた。

このように、農業搾取政策の段階における農業制度は、農村改革を通じ
て家族農業経営が農業生産の主体となり農家に一定の裁量が認められるよ
うになったものの、農地制度、技術普及制度、農産物流通制度が国家計画
の下に統制する閉じたシステムの中に組み込まれている点に特徴があっ
た。
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した。2004年当時は食糧直接補助が中心であったが、その後、生産資材
綜合補助が年々増額され今ではそれが直接補助政策の中心となっているこ
とがわかる。

表2：食糧生産に関わる直接支払補助金等の支出状況（単位：億元）

直接補助 優良品種補助 生産資材綜合補助 農業機械購入
2002 － 1.0 － －
2003 － 3.0 － －
2004 116.0 28.5 － 4.8
2005 132.0 38.7 － 3.0
2006 142.0 41.5 120.0 6.0
2007 151.0 51.6 276.0 20.0
2008 151.0 109.0 716.0 40.0
2009 151.0 139.1 793.3 101.7
2010 151.0 204.0 835.0 114.9

資料：1）聶振邦主編『中国糧食発展報告』経済管理出版社、各年版による。
	 2）中国農業年鑑編纂委員会編『中国農業年鑑』農業出版社、各年版による。

直接補助の実施に加えて、中央政府は最低価格買付や臨時備蓄の実施な
ど産地市場への介入を開始した。最低価格買付は、その県の産地平均価格
の価格がその年の最低価格を下回った場合に、産地価格が最低価格を超え
るまで無制限に買い付けて、生産者を保護するというものである。臨時備
蓄買付は、2008年に導入された制度で市場価格が基準価格を下回った場
合に計画の範囲内で穀物を買い支えるというものである。いずれの場合も
国有の中国備蓄食糧公司が政府の委託を受けて実施することになってい
る。この二つの制度を通じて買い付けられた食糧は、市場価格が高騰した
場合に、価格抑制のために消費地市場の流通・加工業者を通じて市場に放
出される。

表3には臨時備蓄買付と最低価格買付の数量を品目別に示した。これを
見ると、品目間で政府介入の度合いに大きな開きがある。水稲ととうも
ろこしは政府による買い支えのシェアは最大でも2008年の農家販売量の
12％にとどまっているが、小麦については2006年と2008年にいずれも
66％を占める規模に達している。作物によって差はあるが、政府の市場
介入は産地価格の底上げに十分大きな影響を与えるものと考えられる。

した経済組織であると規定されている。
さらに、「農業構造調整」を進めるために、農産物加工により付加価値

を高める「農業の産業化」が重要であるとして農産物加工業を担う企業「竜
頭企業」を育成し、農家との契約栽培を推進して販路と付加価値向上の面
で産地への支援を強化することも提起された 7。

農業生産に関わる主体の多様性が認められたのと並行して、農産物取引
の自由化も進んだ。青果物については1990年代から各都市および産地に
卸売市場（「批発市場」）が開設されるようになった。また、主要穀物など
についても1990年代から政府主導で、各地で卸売市場が開設されたが。
例えば、2009年時点で、年間取引額1億元以上の食糧・油糧種子専門卸
売市場は全国に102あり、野菜卸売市場が946存在している 8。

1990年代に先行した以上の制度改革に加えて、2004年からは食糧作物
の国内市場を自由化することを前提に、現在の農業保護政策の核心をなす
食糧生産者に対する直接補助制度が整備・施行された。

この制度は農家保護と同時に、食糧自給戦略を構成する施策としての位
置づけも持っている9。まず中央政府は全国的な需給バランスを図るため、
貿易、食糧備蓄の実施、国内市場価格の調整、農業資源の保護と農家への
直接補助を行うことになっている。直接補助はその一つとして位置づけら
れているのである。他方、地方政府に対しては「省長責任制」（「米袋子省
長負責制」）が実施されている。この制度は行政の長である省長の責任に
おいて各地で食糧生産を維持・増強すること、農地資源を保護すること、
農業インフラを整備すること、主産地との連携を強めて食糧の安定的供給
を実現することを内容としている。

中央政府が行う生産者への直接補助には食糧直接補助（「糧食直補」）、
優良品種補助（「良種補貼」）、生産資材総合補助（「生産資料綜合補貼」）、
農業機械購入補助（「農機購置補貼」）がある。

食糧直接補助は食糧生産とその販売を支援することが目的で、すべての
食糧生産者を対象に給付されている。また、優良品種補助は政府の指定す
る優良品種の栽培に対して支払われている。まず、2002年に大豆と小麦
に対する補助の実験が始まり、2004年から水稲、とうもろこしが追加さ
れた。化学肥料などの生産資材価格の高騰を受けて2006年からは生産資
材綜合補助も開始された。農業機械購入補助は補助対象の機種の機械購入
時に補助が受けられるようになっている。表2にはその補助額の推移を示
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Date Base により計算すると中国の穀物消費量の中で飼料消費が占める割
合は、1980年代には平均13.9% であったが、2000〜2003年には平均
20.7％と間接消費の割合が増えてきている。

こうした変化が、農業政策と基本制度の転換の契機となったのである。
しかし、中国の農政が「農業構造調整」の推進と同時に食糧作物の増産と
自給率95% の維持を政策目標としている以上、耕地資源の総量を増やす
ことが難しいとすれば、食糧作物とその他の農作物の間には競合関係が発
生すると考えることができる。

以下で見るように、その時々の食糧作物の需給状況は「農業構造調整」
政策の進展とその内容に大きな影響を与えてきた。本節では、先の時期区
分に基づいて、「農業構造調整」政策がどのように進展し、またその内容
を変化させてきたのかを考察することとする。

1.	 食糧問題の解決と「農業構造調整」の進展
ここでは、表4に示した1975年以降の食糧作物および主要穀物の需給

関連データを用いて、各時期の需給動向と農業政策の関係を考察していく。
まず、農業搾取政策の段階の1980年代前半には、旧来の人民公社体制

下の集団農業システムを改革すると同時に、農家の生産意欲を刺激するこ
とが最大の課題であった10。そのために、政府が統制している食糧作物を
中心とする農産物買付価格を引き上げることと一部の農産物の販売流通の
自由化、そして食糧作物以外の作物や畜産業を振興する「農業構造調整」
を推進することが示された。

表4の産地価格指数に示したように、1979年に食糧の買付価格は約
30％引き上げられ、80年代前半には単収を増やすことで増産を実現し、
主要穀物の生産量も1982年からは消費量を上回るまでになった。そして、
前倒しで第6次五か年計画の目標を達成した。

食糧増産の成果を踏まえて、政府は主要農産物の需給関係の緊張が大幅
に緩和され、農村の産業構造調整を進める前提が整ったとの判断を示し
た11。

1985年に打ち出された政策の最大のポイントは、食糧作物の生産・流
通に対する統制を緩和することであった。そこで、国家計画による強制的
買い付けをやめて、作付け前の契約による買い付け（「合同定購」）に切り
替えることになった。食糧作物以外の農産物の生産・流通も各地の判断で

表3：主要穀物の臨時備蓄買付と最低価格買付の推移　（単位：万トン）

2005年 2006年 2007年 2008年

水稲
生産者販売量 7,540 7,590 8,105 9,110
臨時備蓄買付 － － 1 1,180
最低価格買付 257 1,223 238 0

小麦
生産者販売量 4,700 6,170 5,770 6,300
最低価格買付 － 4,093 2,895 4,203

とうもろこし
生産者販売量 7,980 8,305 9,050 10,678
臨時備蓄買付 － － 460 1,330

資料：李経謀（2010）『2010中国糧食発展報告』中国財政経済出版社。
注：1）生産者販売量との対比のため、同数値の得られた期間のみ表示した。
	 2）臨時備蓄買付量は実績値。

このように2004年以降の農業政策および関連制度は、生産要素である
農地の利用権を含め、農業生産の主体と農産物市場についても多様化・自
由化を進めるものであったといえる。また、食糧作物については、食糧増
産という政策目標は変わらないものの、市場の自由化を前提として生産者
への補助金給付と産地での買い支えという二つの方法で保護する仕組みに
変化を遂げたことが特徴となっている。

食糧問題の解決と「農業構造調整」政策の展開過程II

中国の農業生産を取り巻く市場環境は、1990年代半ば頃に大きく転換
したといわれている。

最も大きな変化は、1980年代の穀物増産により主食消費需要が満たさ
れ、他方で工業化と都市化を通じて都市消費者の所得が増大したことであ
る。そして、食料農産物の消費構造に主食である穀物から副食である穀
物以外の農産物や畜産物・水産物の消費が増え始めるという大きな変化
が生じた。『中国統計年鑑』で公表されている国家統計局の家計調査デー
タによると、1981年に一人当り145.5kg であった都市住民の食糧購入量
は、1990年130.7kg、1995年97.0kg と急減し、2006年に75.9kg に
減った。ただ2009年には81.3kg と微増しており、穀物消費は下げ止まっ
ているようである。ただ、農家の消費量（籾重量）は1980年には一人当
り257kg であったが、その後増え、1993年の266kg をピークとして減
少に転じ、2009年には189.3kg となり、今でも減少し続けている。FAO 
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01 政
策
移
行
期 第10次 50,000

45,264 91 38,554 42,684 -4 ,130 10,608 68.1 －
02 45,706 91 38,613 42,496 -3 ,882 10,389 67.2 95.8
03 43,070 86 36,298 42,161 -5 ,863 9,941 65.2 102.3
04

農
業
保
護
政
策

46,947 94 40,133 41,914 -1 ,781 10,161 66.2 128.1
05 48,402 97 41,740 42,136 -396 10,428 67.1 99.2
06

第11次 50,000

49,804 100 44,178 42,871 1,307 10,496 69.0 102.1
07 50,160 100 44,763 43,707 1,056 10,564 68.8 109.0
08 52,850 106 47,026 44,750 2,276 10,679 68.3 107.1
09 53,082 106 46,571 45,314 1,257 10,899 68.7 104.9

資料：1）	 食糧作物に関する数値は国家統計局編『中国統計年鑑』（中国統計出版社、各年版）
による。

	 2）主要穀物の需給関連データは USDA による。
注：主要穀物のデータは水稲、小麦、とうもろこしの合計値である。

しかし、食糧作物の生産・流通統制を緩和したことは、産地の地方政府
と農民に統制の廃止イコール作付け自由化というシグナルを与え全国の食
糧作物の作付面積は、1984年の1億1,288万 ha から85年には1億0885
万 ha へと大きく減少した。そこで、一回目の揺り戻しが起きることになっ
た。1986年に政府は食糧需給状況が良くなったからと言って農業をおろ
そかにしてはならないと警告を発した12。他方で1985年の食糧作物の作
付面積の減少は「農業構造調整」のための計画的なものであり、改革は進
めなければならないとも弁明している。そして、第7次五か年計画期の生
産目標を前期より9,000万トン増やし4億5,000万トンという目標を設
定した。さらに、政府への売り渡しを義務として産地に割り当てる方式に
変更し、生産者の意思を尊重する方式はわずか一年で頓挫することになっ
た13。

その後の動向を表4で見ると、1980年代後半の食糧生産量は4億トン
前後を推移し、それ以前と比べ増産のスピードにブレーキがかかった。ま
た、農作物の総作付面積に占める食糧作物の割合も徐々に低下した。これ
は、兼業化の進展とインフレによる生産資材価格高騰による農家の食糧生
産意欲の低迷が原因であったといわれている。

このように農業搾取政策の段階においても「農業構造調整」が推進され
ていたが、食糧生産計画の実現が危うくなって失敗に終わったのである。

政策移行期に入った1990年には、前述のように生産量も回復して計画
をほぼ達成し、さらに主要穀物の生産量も消費量を2,000万トン上回る

自由化することになった。
さらに、食糧生産は主産地を中心に維持することとし、それ以外はその

地域に適した畜産業や林業を振興することが提起された。この時点で、「農
業構造調整」を進める中で食糧作物の生産を主産地に移動し、地域間分業
を進めることが初めて提起された。

表4：中国の食糧作物の需給動向の推移　（単位：万トン、万 ha、％）

5ヵ年
計画

食糧作物の国家計画と生産実績 主要穀物の需給動向 参考：食糧作物関連指標
5ヵ年
計画
目標

生産量
計画

達成率
（%）

生産量
①

消費量
②

差引
（① - ②）

作付
面積

（万 ha）

対総作
付面積

割合（%）

産地
価格
指数

1975 第4次 32,500 28,452 88 21,809 20,869 940 12,106 81.0 －
76

第5次 33,500

28,631 85 22,435 21,938 497 12,074 80.6 －
77 28,273 84 21,903 22,585 -682 12,040 80.6 －
78

農
業
搾
取
政
策

30,477 91 24,671 22,987 1,684 12,059 80.3 100.7
79 33,212 99 26,652 25,779 872 11,926 80.3 130.5
80 32,056 96 25,772 27,864 -2 ,092 11,723 80.1 107.9
81

第6次 36,000

32,502 90 26,280 28,525 -2 ,245 11,496 79.2 109.7
82 35,343 98 29,063 28,851 211 11,346 78.4 103.8
83 38,728 108 31,846 29,509 2,337 11,405 79.2 110.3
84 40,731 113 33,948 30,811 3,137 11,288 78.3 112.0
85 37,911 105 31,821 31,470 350 10,885 75.8 101.8
86

第7次 45,000

39,151 87 33,312 32,234 1,078 11,093 76.9 109.9
87 40,473 90 34,088 33,197 892 11,127 76.8 108.0
88 39,408 88 33,189 34,026 -837 11,012 76.0 114.6
89 40,755 91 34,987 34,917 70 11,220 76.6 126.9
90 44,624 99 38,438 35,946 2,492 11,347 76.5 93.2
91

政
策
移
行
期

第8次 45,000

43,529 97 37,858 36,981 877 11,231 75.1 93.8
92 44,266 98 38,319 37,513 806 11,056 74.2 105.3
93 45,649 101 38,679 38,301 378 11,051 74.8 116.7
94 44,510 99 37,451 38,824 -1 ,373 10,954 73.9 146.6
95 46,662 104 39,943 39,518 425 11,006 73.4 129.0
96

第9次 50,000

50,454 101 43,314 40,187 3,127 11,255 73.9 105.8
97 49,417 99 42,830 40,813 2,017 11,291 73.3 90.2
98 51,230 102 44,139 41,374 2,765 11,379 73.1 96.7
99 50,839 102 44,045 41,835 2,209 11,316 72.4 87.1

2000 46,218 92 39,355 42,238 -2 ,883 10,846 69.4 90.2
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格」）が引き上げられた 16｡「国家定購」とは､ 数量計画に基づいて農家が
国有食糧企業に売り渡す義務のある枠である｡ その価格は､ 1994年には
各品目平均で40％、1995年にはさらに42％引き上げられた｡

その結果、表4に見るように主要穀物の生産量は国内消費量を大幅に超
過するレベルまで増大した。また第9次五か年計画期の目標である5億ト
ンも前倒しで達成することになった。ところが、1996年には産地市場価
格が10% 以上下落してしまった。そこで1997年には、産地過剰の発生
と産地価格の下落に対応するため､ 市場価格より高い保護価格で無制限で
買い付けて農家の所得支持を行うことになった｡ これは現在の最低価格買
付制度の前身とも言える。当時は消費地市場がすでに自由化され、産地市
場価格がそれと連動して低迷していたため、市場価格以上で買い付ければ
当然、逆ザヤが発生し、国有流通企業の在庫が膨れ上がることになる。結
局、政府による価格支持策は破たんすることになり、2000年以降、保護
価格での買い支えを実施する品目と地域が段階的に縮小されていくことに
なった。

2000年に保護価格政策の継続が断念されたことで、それ以降、主要穀
物の生産量は激減し、他方で食糧作物の作付面積の割合が初めて70% を
切り、農地利用は他の作物へと切り替えられていった。

2.	 農業保護政策の段階における「農業構造調整」政策の変質
2004年以降の「農業構造調整」政策は、1998年以降に個別に出されて

きた政策を統合し、それを発展させたものである。現行の「農業構造調整」
政策の特徴を要約すると以下の3点に整理できる 17。

第一の特徴は、「農業構造調整」政策の目標として、1990年代の多収量・
良質・高収益の実現にとどまらず、あらたに環境負荷の軽減、安全性確保
の二項目が加えられた点である。さらに、需要に適応した商品を生産し、
また付加価値を高めるという意味で「農業の産業化」という概念が用いら
れるようになった。

第二は、食糧作物の作付面積を維持・拡大することが依然として強調さ
れているという点である。それは2000年以降に作付面積が大幅に減少し
たためであった。そして、他の農産物を含めて、改良品種などの科学技術
の成果の普及を通じて品質の向上を図り、販路のない品種を淘汰すること
が目標として掲げられるようになった。現行の直接補助政策における優良

ようになった。
このことを受けて、1992年9月の国務院の「多収量・良質・高収益農

業の発展に関する決定」では、1978年以来の農村改革は大きな成果を収め、
特に農産物の大幅な増産により、国民の衣食充足の問題（「温飽問題」）の
基本的な解決が成し遂げられという判断が示された。そして、1990年代
の農業は多収量と品質向上さら収益性を高める新しい段階に入るべきだと
の方向性が示された 14。

そこでは、第一に第8次五か年計画期に都市部での主食穀物や食用油な
どの低価格での配給制度を廃止して、取引の自由化を進め、生産者と需要
者を直接向き合わせ、品質を向上させていく方向が示された。

第二に「農業構造調整」の推進という点では、畜産業や水産業の発展と
ともに、食糧作物を主食用作物と飼料作物に分けて考え、動物性食品の消
費拡大に対応して飼料用作物の生産拡大を重視すること、主食用の水稲・
小麦についても良質品種を普及し主産地を育成することが強調されるよう
になった。食糧作物においても構造調整が必要であることが初めて示され
たのである。

第三にモデル産地の育成を進めることが提起されている。例えば、東部
沿海地域には輸出向け農業モデル産地を、北京・天津・上海のような大都
市には近郊型農業モデル産地を、平坦地の食糧産地などには、穀物を飼料
とする畜産業や穀物を原料とする加工業を振興するモデル産地を育成する
ことが示されている。

しかし、自由化が進んだ結果、1993年には食糧作物の割合が低下した
ばかりか、主に南方地域で水稲が減産となり、加えて広東省のタイからの
米輸入が減少したことがきっかけとなって表4にも示したように国内価格
が高騰し始めた 15。

その結果、二回目の揺り戻しが発生した。1995年に、政府は「省長責
任制」を導入して再び産地に対する国家統制を強めることを提起したので
ある。｢省長責任制｣ とは、省長という省政府のトップに責任をもたせて、
域内の食糧作付面積の安定確保や買付・備蓄計画の完全達成などを実行さ
せようとする制度であった。現行の「省長責任制」の起源はここにあるが、
この時期のものは農家への作付け統制を伴う市場経済化に逆行する措置で
あった。

同時に､ 増産刺激と農家の所得支持のため政府買付価格（「国家定購価
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年以降の食糧生産の保護買付け制度の破たんによって2003年には50%
前後に減少したが、その後は畜産業と水産業が発展したにもかかわらず、
50% 強の水準が維持されている。2009年時点で各部門のシェアは、耕種
農業52.7%、林業4.1%、畜産業33.5%、水産業9.7% となっており、
1978年の80.0%、3.4%、15.0%、1.6% と比べると畜産業の割合が増
大しており、「農業構造調整」がある程度進展したといえよう。

次に地域間分業の進展状況を各部門の粗生産額の地域分布を省レベルの
データを用いて見てみよう。図1は、2008年の農業粗生産額の対全国シェ
アの高い順に31の省・直轄市・民族自治区を配列し、合わせて主要な部
門のシェアを示したものである。

図１：農林畜水産業粗生産額の地域分布（2008年）（単位：対全国シェア%）
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資料：国家統計局農村社会経済調査総隊『中国農村統計年鑑』（中国統計出版社、2009年）
による。

注：表中の省名に付した○印は以下の分類による。地域区分は、阮暁琴「我国未来将保持
95% 粮食自 率」中華合作特報（www.zh-hz.com）、（2007年11月21日アクセス）お
よび「国家食糧安全中長期計画要綱（2008~20年）」による。
　主産地とは域内消費を補いかつ移出可能な地域のことを指し、消費地とは域内生産で
は不足するため移入に依存する地域を指す。生産・消費均衡地域は、食糧作物としては
量的に域内生産と消費がバランスしている地域を指す。また、優化発展区とは供給の量
的増大よりも集約化を図るべき地域を、重点発展区とはおもに量的拡大を図る地域を指
す。また、開発制限区はエロージョン・砂漠化などのリスクが高いため農業開発を制限
するか、「生態農業」と呼ばれる環境負荷の小さい農業技術を普及する地域を指す。

品種補助もその一つとして位置付けられる。
第三の特徴は、主産地を中心に農産物加工の振興による付加価値の増大

と輸送・貯蔵などの物流システムの構築を進め、産地から消費地までの一
貫したシステムを構築することが提起された点である。例えば「竜頭企業」
に指定されるような多くの農家と関係を結び波及効果の大きい企業や農家
が組織した農民専業合作社などを育成し、農業生産と関連産業の集積地を
形成することが推奨された。

2004年以降の農業政策が食糧作物の生産・流通の統制という自由化に
逆行したものとならなかったのは、第一に農業分野に限らず市場経済化が
基本路線となり、すでに市場システムの構築に向けた制度改革が進んでい
たためである。第二に2001年に WTO に加盟し、国内農産物市場に対す
る政府の直接的な介入が政治的に困難になっていた点である。そして、現
在の「農業構造調整」政策自体が農地利用において食糧作物から他の作物
への転換を課題とするものから、食糧作物についても需要に合った生産の
推進と付加価値の向上というものに変質したこともその原因の一つと考え
られる。

「農業構造調整」と食糧自給戦略に対する評価III

今日の中国の農政は「農業構造調整」の推進という点では従来のものと
多くの共通点を有しながらも、食糧作物の増産と必ずしも対立しないもの
に変質している。

本節では、こうした「農業構造調整」政策が中国全体としてあるいは地
域間分業という点から見て、穀物などの土地利用型農業から畜産業などの
労働集約型農業への移動を推進する結果をもたらしているか否か、さらに
食糧作物の増産・自給を推進する際にも経済的合理性が考慮されているか
否か、という点を検証することとする。

1.	「農業構造調整」の成果の全体像
「農業構造調整」の進展状況について、まず、農林畜水産業粗生産額に

占める各部門の構成比から見ておこう。耕種農業の割合は食糧統制の自由
化を試みた1985年に大きく落ち込み70% を切ったが、その後は畜産業の
発展とともに緩やかに低下傾向を続けてきた。耕種農業の割合は、2000
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はマイナス符号であるが、豚−0.1451、家禽0.3258となっており、畜種
によって異なっている。

このように「農業構造調整」は畜産業を中心に進展し、また部門による
がある程度は、経済的に合理性のある形で地域間分業が進んできていると
評価できよう。

２.	 耕種農業部門における「農業構造調整」の進展状況
次に耕種農業特に食糧作物の「農業構造調整」について見てみよう。こ

こでのポイントは、耕地資源の分配が収益性の高低に従って行われている
のか、相対的に収益性が低いと思われる食糧作物が単純に食糧増産・自給
という政治的理由によって資源配分がなされているのかを判断することに
ある。

図2には1980年から2009年までの農作物の毎年の作付面積の毎年の増
減量を、作付面積全体（折れ線グラフ）と食糧作物、非食糧作物（棒グラ
フ）に分けて示した。同図によると、前節でみた食糧需給が改善して食糧
生産・流通への統制が緩和した1985年や1990年代前半、そして2000年
には食糧作物の作付面積が大きく減少し、その後に食糧増産が強調される
と逆に非食糧作物の作付面積を減らす形で食糧作付面積が増えるという両
者の競合関係が見て取れる。

図2：農作物作付けの対前年増減面積の推移（単位：万 ha）
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農作物作付面積 （万 ha）
非食糧作物
食糧作物

資料：『中国統計年鑑』中国統計出版社、各年版。

この点を主産地、消費地、生産・消費均衡地域の三つの地域に区分し
て、検証してみよう。表5には、政策の三つの段階とその中の農政の変化

農産物供給戦略による地域区分

優化発展
（集約化）区 重点発展区

開発制限区
「生態農業」

発展区
開発禁止区

食
糧
需
給
政
策
に
よ
る
地
域
区
分

主産地

河北、河南
山東、江蘇
江西、安徽
湖北、湖南

黒竜江、吉林、
遼寧、内蒙古 四川 ―

消費地

北京、天津
上海、浙江
福建、広東

海南

― ― ―

生産・消費均
衡地域 ― ―

広西、雲南、貴州
山西、陝西、寧夏

甘粛、新疆
青海、チベット

これによると、粗生産額のシェアの高い地域は穀物あるいは蔬菜・果樹
といった農地資源に強く依存する部門のシェアの高い山東・河南・四川を
はじめとする地域である。政府の食糧政策において主産地として位置付け
られている地域（図中で○印を付した省・自治区）が上位に並び、それだ
けで、68% を占めている。畜産業についても、内蒙古、新疆といった草
原地帯の牛・羊の飼育をおこなっている地域が突出していることを除けば、
穀物生産とほぼ同様の分布を示している。地域分布のばらつきを農林畜水
産業粗生産額の変動係数0.7666を基準に見ると、耕種農業が0.7801で、
そのうちの穀物が0.8279で、蔬菜・果実0.9085、畜産1.1833となって
いる。つまり、農林畜水産業は食糧主産地に集中しているが、それぞれの
部門にある程度の地域間分業が発生していると考えられる。

次に産地の分布が経済的合理性に基づいているかどうかを、各地の農業
就業の機会費用と農林畜水産業に占める各部門の比率の関係から、検討し
てみよう。一般に賃金水準が高い地域ほど労働集約的な部門に優位がある
と考えられる。この仮説に基づいて、国家改革・発展委員会価格司が行う
農産物生産費用調査で採用されている家族農業労働の評価基準（「統一工
価」と呼ばれる一日の賃金額）と各地の農林畜水産業粗生産額に占める各
部門の比率との相関係数を観察した。すると、穀物生産−0.3346、蔬菜
果実0.3989（うち蔬菜のみでは0.5058）、畜産−0.2288となっている。
いずれも十分に高い値とはいえないが、その符号を見るならば、穀物生産
でマイナス、蔬菜果実でプラスとなっている点で仮説に一致する。畜産業
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したものととらえる必要がある。
他方で、主産地とされる地域の収益性が他の産地に比べて相対的に高け

れば、主産地を重点に支持しようとする食糧増産政策も経済的合理性をそ
れなりに考慮していることになる。

表6には、小麦、とうもろこしおよび水稲それぞれについて、全国生産
量に占めるシェアが5% 以上の主産地の収益データを用い、全国平均値を
100とした指数を示した。表に示した三つのデータのうち一つ目は耕地資
源を穀物生産に投入した時の収益の高さを示す作付面積10a 当り純利潤
である。穀物生産には2004年以降の直接補助政策が影響を与えると考え、
この純利潤には補助金収入と租税・公課支出を含めた値を使っている。二
つ目のデータは1kg 当り生産費用である。この値が小さいほど市場競争
力があると考えることができる。三つ目の1日当り農家所得は、労働費と

表6：主産地の主要穀物生産収益
（単位：万トン、元 /10a、元 /kg、元／日、全国平均を100とする指数）

a）小麦
生産量
シェア

10a 当り
純利潤

1kg 当り
生産費用

1日当り
農家所得

全国（実数） 10,874 245.1 1.03 35.4
（指数） 100.0% 100.0 100.0 100.0

河南 27.1% 166.5 74.2 171.9
山東 18.1% 129.1 104.2 115.0
河北 10.9% 91.4 102.9 96.0
安徽 10.0% 155.3 77.6 170.7
江蘇 8.6% 106.3 85.8 126.6

b）とうもろこし
生産量
シェア

10a 当り
純利潤

1kg 当り
生産費用

1日当り
農家所得

全国（実数） 15,457 371.9 0.74 43.7
（指数） 100.0% 100.0 100.0 100.0

吉林 12.7% 73.5 101.9 104.5
山東 11.8% 131.6 95.2 125.0
河南 10.0% 137.0 73.1 138.8

黒竜江 9.7% 89.1 75.8 148.6
河北 8.9% 116.1 87.5 120.3

内蒙古 7.9% 98.8 98.6 112.3
遼寧 7.5% 87.6 101.1 108.8

が見られた時期で区分した各時期のネットの増減面積を示した。1980年
代と90年代前半の時期には、各地域においてほぼ食糧作物と非食糧作物
の競合関係がみられる。ただ、消費地では、1995年以降、作付面積全体
が縮小するという農業後退が進む中で、食糧作物が大幅に減少する「農業
構造調整」が進展していることが分かる。他方で生産・消費均衡地域では、
2003年までは非食糧作物の面積だけが増大し、2004年以降は食糧作物の
面積も増えるが、非食糧作物がより大幅に増えるという形で「農業構造調
整」が進んでいる。

ところが、主産地は時期ごとのぶれが最も大きく、食糧作物と非食糧作
物の競合関係がより強く表れている。表4で見たように、全国の食糧作物
の作付面積は1980年の1億2,000万 ha から2009年には1億889万 ha
へと1,000万 ha 以上減少している。その変化量と比べると、1995年以
降の主産地における面積変動が極めて大きいことが分かる。

食糧重視の政策が弛緩した時期に食糧作物の作付面積が大幅に減少した
経緯を見れば、主産地であっても決して食糧生産に優位のある地域あると
はいえないのである。ここから見れば、2004年以降に主産地において食
糧作物の作付面積が増大したことは、食糧自給戦略に基づく農業保護政策
による誘導の結果であると言えよう。

ただ、ここで注意しておきたいのは、農産物の主産地育成政策は、省で
はなく県を単位に進められているという点である。従って、本節での省レ
ベルの統計データの考察の結果は、各県の動きが省レベルに間接的に反映

表5：地域別の作付面積の増減状況（単位：万ha）

消費地 主産地 生産・消費均衡地域
農作物 食糧 非食糧 農作物 食糧 非食糧 農作物 食糧 非食糧

1980-84 -73.6 -67.6 -6 .0 -52.6 -213.1 160.5 -87.0 -137.9 50.9 
1985 36.6 -82.2 118.8 6 .4 -220.2 226.7 -31.3 -101.4 70.1 

1986-90 -11.6 24.9 -36.5 177.1 298.1 -121.0 234.0 139.0 95.0 
1991-94 -5.8 -134.8 129.1 -13.7 -248.3 234.6 0 .0 -9 .1 9 .1 
1995-03 -298.8 -316.1 17.4 414.2 -543.9 958.1 309.3 -153.4 462.7 
2004-09 -113.3 -54.4 -58.9 537.6 922.2 -384.7 198.2 89.8 108.5 

資料：国家統計局編『中国統計年鑑』中国統計出版社、各年版。
注：1）数値は各期間における対前年増減面積の合計面積であり、各期間のネットでの増減を示

している。
	 2）表中の地域区分は図2に同じ。
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水稲については、近年ではジャポニカ品種の需要が伸び、また二期作地帯
でも一期作への転換が進んでいることを考慮して、ジャポニカ稲とイン
ディカ中稲を取り上げた。表6によると水稲についても他の品目同様、農
地資源の利用、穀物の競争力、農家の労働投入いずれについてもその優位
性は部分的なものにとどまっている。

以上の初歩的なデータ観察の結果に基づけば、主産地に食糧作物の生産
を集中させることは、必ずしも経済的合理性があるというわけではないこ
とになる。さらに言えば、2004年から開始した食糧生産に対する補助金
制度や主産地に対する流通・加工業の振興により付加価値を高めていく政
策は、こうした経済的優位性の欠如を補うことが課題になっているという
こともできる。

３.	 農業保護政策の限界と問題点
しかし、農業保護政策によって穀物生産の収益増大を実現する効果につ

いては、中国国内でも様々な議論が展開されている。
まず、食糧直接補助の増産・所得増大効果についてはほとんどの研究者

が否定的な結論を出している。李鵬、譚向勇（2006）は、安徽省の250
戸の農家調査を行い、穀物生産の純利潤の増加に対する穀物の販売価格、
生産資材価格および食糧直接補助の影響を分析している。そして、食糧直
接補助の寄与率は販売価格上昇の約50分の1に過ぎないことを示してい
る。同じく農家調査に基づく分析を行った馬彦麗、楊雲（2005）などで
も同様のことが指摘されており、直接補助制度の効果を肯定的に見る見解
は存在しないようである。

直接補助制度に代わって期待されているのが最低価格買付制度による価
格支持政策である。劉克春（2010）は、農家の所得補償と食糧増産のた
めには、食糧直接補助の増額とともに最低価格買付制度による価格支持を
併用することが必要であると主張している。

ただ、価格支持に依存した増産刺激に対しても疑問が出されている。例
えば、廖西元他 （2007）は、経営規模の小さな家族農業経営の下では食
糧直接補助や最低価格支持の効果にも限界があり、さらに最低価格支持に
よる産地価格の引き上げは、流通・加工業さらには消費地の価格上昇とい
う流通の川下領域に悪影響をもたらすことを指摘している。そこで、現行
の零細経営を固定化するような「福祉型」の給付をやめて、経営規模の拡

純利潤の合計値を労働日数で除した値である。家族農業経営における穀物
生産の所得は、労働所得と経営者としての利潤所得が区分されない混合所
得であると考えられる。そして、この値が家族農業経営の労働投入に影
響を与える機会費用になると考えられる。なお、すべての指標について
2006年から2008年までの3年間の単純平均値を用いた。

まず、小麦について見ると、シェアの高い華北平原を中心とする地域に
分布する主産地のうち、河南、安徽、江蘇が三つの指標すべてにおいて全
国平均を上回っているが、河北はすべての指標において下回っている。と
うもろこしは対全国シェア5% 以上のすべての主産地で1日当り農家所得
が平均を上回っている以外は、他の産地に対する優位は一定していない。

c）ジャポニカ稲
生産量
シェア

10a 当り
純利潤

1kg 当り
生産費用

1日当り
農家所得

全国（実数） 12,106 459.1 1.04 52.0
（指数） 100.0% 100.0 100.0 100.0

江蘇 14.6% 113.4 104.5 111.1
黒竜江 11.4% 85.1 85.5 132.5
湖北 8.9% 90.8 92.9 82.8
安徽 8.8% 70.9 110.3 70.6

d）インディカ中稲
生産量
シェア

10a 当り
純利潤

1kg 当り
生産費用

1日当り
農家所得

全国（実数） 12,106 472.4 0.99 46.0
（指数） 100.0% 100.0 100.0 100.0

江蘇 14.6% 91.1 102.3 117.7
四川 11.7% 120.8 83.4 112.2
湖北 8.9% 119.2 90.5 132.2
安徽 8.8% 99.5 101.2 108.2
湖南 6.8% 58.7 63.1 68.0

資料：1）生産量は、中国農業年鑑編纂委員会『中国農業年鑑』農業出版社、2006〜08年版による。
	 2）	収益に関するデータは、国家発展和改革委員会価格司編『全国農産品成本収益資料彙編』

中国統計出版社、2006〜08年版による。
注：1）生産量シェアは2006～08年の平均生産量の対全国シェア。ジャポニカ稲とインディカ

稲はいずれも一期稲およびインディカ中稲の生産量合計値の平均生産量。
	 2）10a 当り純利潤は補助金収入と租税・公課を含む値。
	 3）1kg 当り費用は主産物1kg 当りの生産費用。
	 4）1日当たり農家収入は、純利潤と家族労働費の合計値を直接労働日数で除した値。
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直接補助制度や最低価格買付制度を継続・強化していったとしても、前節
の最後の議論を踏まえれば、零細な家族経営に依拠する戦略・政策には限
界があることになる。

さらに、この30年間に国内の労働市場には大きな変化が生じ、その結
果家族農業経営において若年労働力の流出が進んでいるという新たな問題
が出てきている。

農家の就業構造に影響を与えた戸籍制度の運用の変化と農家の出稼ぎ
（農民工）を分析した厳善平（2009）によると、1980年代は離農するが
離村しない（離土不離郷）段階で、戸籍制度の移動制限により過剰人口を
農村で吸収するべく郷鎮企業の発展が進められた時期であった。それが、
2000年以降になると都市への移住が可能になり出稼ぎ農民も1億3,000
万人に達したという。

さらに蔡昉（2007）によると、2004年以降、農村の過剰人口の解消が
進んでいるが、しかもそれは雇用ニーズの高い若年層で起きており、中高
年層では依然として過剰が継続していること、そして若年労働力の枯渇が
国内労働市場における賃金高騰の背景にあることが指摘されている。そし
て、農業就業者1億7,800万人のうち1億7,000万人が過剰人口であり、
その8割が30歳代以上、特に40歳代以上が5割を占めていると推計して
いる。

このことを農業の側から見ると、農業就業者に占める30歳未満の若年
層の割合は2割に満たず、農業に従事する経験を持たない若年層が増えて
おり、今後、都市で離職・退職した場合でも帰農しない世代が形成されて
いるという問題点が浮き彫りになる。言い換えれば、現在の中高年層がリ
タイアした時に零細な家族農業経営自体が空洞化していく可能性がある。

以上述べた点は、現行の農業政策がまさに速水の言う農業保護政策であ
るという本質を表していると言えよう。そして、長期的にみた場合に、中
高年層に依存する家族農業経営を温存するような農業保護政策自身が、食
糧増産と高い自給率を維持する戦略の実現を危うくする原因になりかねな
いことも示しているのである。

註
1	 中国の食糧作物（中国語表記は「糧食」）概念は、穀物のほかに大豆 , イモ類を含んだ主要食糧

を意味しているが、実際の農業政策においては、本章で主要穀物と呼ぶ水稲、小麦、とうもろ

大を通じて農家の増収を図ることを推奨し、補助政策もそうした企業的経
営に傾斜して実施するべきであると指摘している。

家族農業経営から企業的経営への転換を図るためには、現在、農家に分
配されている耕地の権利をそうした規模の大きい経営に集積することが必
要になる。この点について、2006年に実施された第二回農業センサスの
データを用いて検証しよう。センサスのデータによると、村集団から分配
された耕地の請負経営権を第三者に譲渡したり、利用権を貸したりしてい
る農家の割合は全国平均で3.3％にとどまっている 18。ただ、地域差が大
きく、主に東部沿海部に位置する地域では、上海35.8%、北京15.0%、
浙江15.4%、福建10.1%、重慶10.1% と10% を超えている。また、省
別の数値と『中国農業年鑑』で公表されている農村就業統計から算出した
農村の就業人口に占める非農業部門就業者割合との相関を見ると、相関係
数は0.6753と正の相関関係が確認できる。つまり、非農業部門への労働
移動が進んでいるほど耕地利用権の移動が進むのである。しかし、主産地
では2.3% と全国平均を下回っている。

総じて、食糧の増産・自給を実現する上で、その収益性を高めていくに
は、経営規模の拡大が必要とされる事態になっているにもかかわらず、現
実には主産地とされる地域では利用権の移動が進んでおらず、企業的経営
が展開する展望が開けていないのが現状なのである。

小括−「農業構造調整」政策推進の課題−IV

本章では1978年以降の中国の農業政策について、食糧問題を解決する
前と後の政策・制度の変化と「農業構造調整」政策の展開過程を追跡し、
その成果を検証してきた。

これまでの制度改革は、農産物市場を自由化し、農地資源の利用権取引
市場の整備を進め、さらにアグリビジネスやフードビジネスの育成を図る
など、市場原理に基づいて農業生産を調整するシステムを準備するところ
まで到達したといえよう。

しかし、中国の食糧自給戦略は、「農業構造調整」政策と十分調和のと
れたものとなっておらず、収益性の低い主産地に食糧作物の生産を選択さ
せるものとなっている。例え食糧自給政策をこのまま継続し、そのために
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